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ボローニャで ３ 番目に訪問したのは、有限会社
の経営する Villa Ranuzzi（「ラヌッチ荘」）とい
う１５１床の高齢者介護施設であった。

この有限会社は、１９２０年代に現社長の ４ 代前の
先祖がホームレス支援施設を作ったことから始ま
り、これまで２９の施設を作ったが、戦争もあり、
現在は ３ 病院 ２ 施設を運営しているという。経営
はどこも大変だというが、スタッフ６００人、医師１
００人（非常勤を含む）という体制で、年間（２０１２
年度）３,０００万 € の収益を上げ、一人当たりでみ
るとおよそ７００万～６００万円（ １ € ＝１４０円として）
ということになり、これは Societa Dolce の３０８
万円に比べるとかなり多い。日本と同様に医療分
野の方が障害者分野に比べて収益が多くなる構造
になっているのだろうか。

３ 病院は、合計で１８０床（開放病棟の精神科・リ
ハビリ科・長期入院）。Villa Ranuzzi は在宅復帰
が可能になったら返すが、そうでなければいつま
ででも入所できるというタイプの介護施設であ
る。もう一つの施設は、１５日ないし１６日で在宅へ
という通過型の施設であるとのこと。

ラヌッチというのは元の所有者の名前という。

入所定員は１５１人。二階建てで入所者のタイプ別に
色分けされた ４ つのゾーンに分かれていた。緑が
自立歩行可能な人、オレンジが中程度（プライベ
ート入所者が多い）、青が寝たきり状態、虹色がア
ルツハイマーである。

ケアの内容は、入所者の希望や能力に応じてと
いうことを前提にして、機能訓練、絵を描く、コ
ンピューターのタッチパネルを利用した訓練、ア
ニマルセラピー、電磁波やレーザーの治療、など
医療的サービスを含めて多彩に行われていた。ア
ニマルセラピーの効果は大きい、レーザー治療は
薬と併用して関節炎やむち打ちに効果があるとい
う。できるだけ薬は使わず、入所者が自由に動け
ることを重視している。現在、小さい家をあつめ
たような居住施設を建設中という（グループホー
ムのようなものか）。リハビリは、フィジオセラピ
ストが ４ 人、リハビリ担当の医師 １ 名の体制であ
る。

AUSL と契約しており、公立病院の入院期間が
短縮される中で、長期入院の受け皿として需要が
生まれてきた。現在、入所者の９０人ほどが民間か
らの受け入れであるが、公的機関からの受け入れ

イタリア視察報告書

ヴィラ・ラヌッチ（Villa Ranuzzi）
八田　英之

施設の外観 右から 3 人目が社長、 4 人目が副社長
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を増やしたいと思っているとのこと。
入所者のかかる費用は、オレンジゾーンで １ 日

８０～１１０€ ということで、これまで見た介護施設
とあまり変わらない。

質疑には、二人の医師が参加した。一人は施設
の医療責任者で、もう一人は老人病の専門医であ
り、認知症についてエミリア・ロマーニャ州内の
調査に取り組み、レポートをまとめた方であった。
二人の医師のお話では、“認知症の問題では、はじ
めテリトリ－の問題があって、どこで、どう対応
すればよいかわからないという問題があった。結
局、総合内科で早期に診断し、薬を出すことが有
効である。さまざまな施設のネットワークを形成
し、無駄をなくし、合理化を図るべき。在宅の介
護には一時期、東欧などからの移民を介護人とし
て雇うことが広がったが、訓練もされておらず、
問題が多かった。ボローニャ全体の認知症のコー
デネートを進めるために、人材育成・意見交換の
ネットワークを拡大し、行政に意見を反映させた
い。現在は非公式のネットワークがあり、それは
この法人施設の責任者が事務局を引き受けてい
る。イタリアの医療システムは、州レベルで比較
的自由に国から配分されるお金を使えるのがよい
と思う。しかし、反面、南部の州では州の財源が
少なく、医療への配分がうまく機能していない。
患者が南から移ってきて治療を受けることもある
が、あきらめてしまうこともある。イタリアの医
師が過剰というのは、当たらない。このままでい
けば２０１８年には医師不足になる”ということであ
った。

５ 代目になるであろう副社長は、知日家で、日
本にこれまで１８回介護分野などの視察のために訪
問している。彼の印象では、介護問題では家族介
護の大きさなど日本とイタリアはよく似ていると
思う、と述べていた。協同組合が経営する施設に
ついての評価については、“経営形態がどうである
かよりも、どのようなサービスを提供しているか
が問題である。どこでもスタッフのチームワーク
が課題だと思う。ここでは、レベルアップのため
に ISO２０００を取得した。情報やお互いの意見、倫
理、人間関係などについて「分かち合い」を大切
にしている”とのことであった。

社会福祉サービスの大学を卒業した「ソーシャ
ルワーカー」が配置されており、この施設から移
動するときに医療データと併せて社会福祉データ
の情報を伝達する、ケアマネージャーとして居住
する人の ６ ヶ月ごとの個人介護計画を作り、家族
の同意を得るなどの仕事をしている、という。

＜メモ＞
日本とは制度がちがうのであろうが、有限会社

形態で福祉分野の事業を長年にわたって営むこと
ができている。単純な営利目的で続けることがで
きるものではない。こうした企業が、なぜ存在し
ているのか、存在できるのか、についてより深く
知りたいものである。

また、日本と同様、病院の入院期間の短縮が、
長期入院施設を公的仕組みからはずし、民間に依
存する事態を生み出している。

２ 階のリハ室 施設の周辺
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病院概要

ボローニャ市の代表的な急性期病院
であるマジョレ・ボローニャ病院（Mag-
giore Hospital、以下マジョレ病院）を
訪問しました。１９９４年に F 1 レーサーだ
ったアイルトン・セナがレース中の事故
のためヘリコプターで搬送されて息を
引き取った病院です。AUSL が運営する
病院で、エミリア・ロマーニャ州の救急
センターが置かれています。ボローニャ
市の基幹的な急性期病院はもう一つボ
ロ ー ニ ャ 大 学 の サ ン ト ル ソ ラ 病 院
（Sant’Orsola Hospital）があります。
地図（図 １ ）で示すように両者はボロー
ニャ市の旧市街を挟んで対側にありま
すが、その距離は ４ km に過ぎません。

マジョレ病院は広い敷地の中に一部
古い建物も残っていますが、２０００年ごろ
から改築が進み、訪問した時には近代的
な外観を見せていました。（写真 ２ ）

マジョレ病院は病床数６５４床、従業員２,３００人の
大規模病院です。スタッフの内訳は、医師４２０人、
看護師１,０００人、補助者３２０人、医療技術者２２０人な

どの構成です。年間入院数３０,０００人、 １ 日の外
来患者５,５００人、日帰り手術は１０,０００件以上で
す。これらの指標は同規模の日本の病院を大き
くしのぎます（２０１２年）。一方のサントルソラ病
院は１,７５８床で、スタッフ５,３５５人、入院患者数
５７,２４５人（２０１０年）で、より大規模であること
がわかります。

イタリア視察報告書

マジョレ・ボローニャ病院（Maggiore Hospital）
訪問記録

吉中　丈志

救急オペレーションセンター

マジョレ病院

（図 １ 　 ２ つの病院の位置）
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マジョレ病院救急オペレーションセン
ター

２０１１年に出来上がった最新の救急オペレーショ
ンセンターは、マジョレ病院の敷地（病院の後方
にある別の建物）の中にあります。ボローニャ県
の年間の救急通報１００万件、救急出動１１万５,０００件
に対応しています。約４０台の救急車がマジョレ、
サントルソラ両病院のほか ９ 病院（AUSL 傘下な
どの公的病院 ８ 、私的病院 １ ）に配置されていま
す。日本では救急車は消防署配置ですから、大き
く異なる点です。 １ 日に２００から３００件の救急車搬
入の内訳は、マジョレ３３％、サントルソラ３３％、
他で３３％という割合です。マジョレ病院から１２名
の救急専門医を派遣して必要な場合には同乗でき
るようにしています。マジョレ病院 １ 名、ボロー
ニャ市と周辺 ２ 名で、山岳部などが優先配置され
ているようです。救急用のヘリコプターは ２ 機配
備（川崎重工社製でした）されており、ボローニ

ャ県全域に対応しています。救急搬送にあたる看
護師には、州が行う講習を修了し蘇生経験がある
ことが求められています。もちろん AED の普及
も推進しています。救急車通報から搬入までの時
間は、市内では８５％のケースが ８ 分以内に現場到
着となっています。山岳部では３０分です。救急コ
ールから病院搬送を経て診察開始までの平均時間
は３６分ということでした。この数値は日本の実態
とほぼ同等です。

（写真上段　救急車とヘリコプター　下段　女性が活躍（救急車ドライバーとヘリ乗務員）
（マジョレ病院救急オペレーションセンタービデオより）

救急オペレーションセンターには看護師が４０名
配置されて交代制勤務をしています。昼間 ７ 人、

２０時以後 ３ 人の体制をひき、高度なハイテクシス
テムを活用して業務を行います。市民からの１１８番

（救急ヘリスタッフから説明を受ける。後ろが救
急オペレーションセンター。）
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コール（日本の１１９）があると、訓練を受けたこれ
らの看護師が通報を聞いてやり取りを行い、病状
と最適の対応を判断し、必要な救急車やヘリの派
遣を指示する業務です。搬送先は超重症者がマジ
ョレ病院、心臓疾患と脳卒中は上記基幹 ２ 病院と

いうように決められており、トリアージによって
これに対応しなければなりません。精神科救急通
報もセンターで受け付けています。また、災害医
療への対応もこのセンターの大きな役割です。

（写真　マジョレ病院救急オペレーションセンタービデオより）

イタリアでは救急車は無料です。安易な救急通
報は少なくなく、１０人に １ 人がコールする実態が
あるとのことでした。家庭医の役割の強化と育成、
救急車有料化が話題になっているそうですが、政
治問題なのでコメントしたくないという返事が返
ってきました。AUSL ではホームページを活用し

て、患者自身が医療情報を見ることができ、必要
事項も記入できるようにしています。専門医の経
歴などの情報を得ることもできます。救急につい
ても救急搬入状況を地域別にリアルタイムで知ら
せるなど市民啓発を積極的に行っています。

（診療録を閲覧できるサイト　病院受診や検査の予約もできる）



イタリア視察報告書　49

（右　専門医の情報検索　左　専門医の経歴書も閲覧できる　家庭医についても同様）

マジョレ病院

院長のマルゴレッチ医師から話を聞きました。
ボローニャの基幹病院の中では、マジョレ病院は
大衆的な病院、サントルソラ病院は中流階級の病
院と言われているという説明から始まりました。
マジョレ、サントルソラ両病院は昔からライバル
意識が強かったようですが、現在では州政府が主
導して検査室や小児科などの統合が進められてお
り役割分担と連携強化が始まっています。

先にマジョレ病院の従業員は２,３００人（医師４２０
人、看護師１,０００人、補助者３２０人、医療技術者２２０
人）と紹介しましたが、AUSL 傘下のボローニャ
県の医療職は８，５００人で医師は１，０００人だというこ
とですから、AUSL の中では ４ 割の比重を占める
病院です。急性期医療機能が中心で６３０床の病床が
あります。加えてデイホスピタルに２０床の病床を
持っていますが、イタリアの標準からみれば中規
模の病院とのことです。救急、整形、外傷、産婦
人科、一般の各病棟があります。２０１２年の入院患
者数は３２,０００人、普通入院が２７,５００人で残りはデ

（2014年 2 月 9 日 4：40の救急搬入情報）

（マジョレ病院全景）

（マルゴレッチ院長）
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イホスピタルです。手術数は９,５００件、デイサージ
ェリーが３,０００件です。年間３,１００人の出産があり
ます。心臓外科と移植医療はサントルソラ病院が
対応していますが、他はマジョレ病院で全て対応
しています。CT は ３ 台あり、装備は近代的です。
AUSL のネットワークの病院から救急、心臓病、
脳卒中、整形は全て送られてきます。臨床研究や
学会活動にも力を入れており、ホームページから
救急や災害学関連報告をみることが出来ます。投
稿 誌 も Journal of American College of Sur-
geons(2014),The Journal of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery(2013) などもあり内容
も充実しています。

２ 年前までは空床確保が大変だったそうです
が、年間入院患者数のモニターからの推計値をベ
ースにして空床を確保するシステムを導入してか
ら円滑に受け入れられるようになったようです。

マンパワーについてはマジョレ病院勤務者が
AUSL の他の施設と共有されている仕組みがあり
複雑です。看護師は ２ 年前まで病院所属でなかっ
たとのことです。基本的には AUSL の職員です
が、国家公務員や州政府の短期雇用者も含まれて
います。医師も含めて従業員の確保は AUSL が行
います。医師の確保はそれほど難しくないとのこ
とでした。

平均在院日数は８．２日で、日本と比べると各段に
短くなっています。病床の稼働率は９０％です。イ
タリアでも医療費のコントロールは重要課題とな
っており、国のガイドラインでは人口１００人当たり
１ 病床という基準が定められたり、不稼動病床が
削減されたりしています。マジョレ病院も１,０００床
あった病床をここ数年で削減しています。国は病
院の統合再編成のガイドラインを定め、１２０床以下
の医療機関は病院とみなさないことにしていま
す。しかし、エミリア・ロマーニャ州ではサービ
スの質を下げない組織編成であれば小さい病院も
許容しています。医療については州政府が権限を
持ち一定の裁量が認められています。

また、手術の待機日数が長いため改善が求めら

れています。手術内容によって ４ 段階に分けて評
価されており、マジョレ病院は緊急施術について
は良好ですが、予定手術は改善が必要とされてい
ます。ただし、医学的に難易度の高い手術が多い
点は考慮されているようです。

１９７８年に国民保健サービス（SSN）が発足し、
２０００年には福祉基本法（介護など）が制定されて
います。これらの改革によりすべての市民が医療
を受けられるようになったと言われています。
２００１年の憲法改革によって、保健分野の立法権限
は州にあると確認され、州政府の権限が名実とも
に強まりました。医療関連予算も州税を基本に賄
われています。

しかし、医療技術の進歩や高齢化の進行によっ
て医療費が高騰し、これを補う州財政が厳しい状
況に置かれています。

病院の医療収入は州政府が予算で決定した額
（住民当たりの額）が支払われます。AUSL に支
払われる医療関連予算の総額は１０億６,０００万ユー
ロです。私費診療は例外ですが認められています。
州からの医療予算配分を歳入としてAUSLは１９９２
年から予算を組んでいますが、労働組合の承認が
必要とされていますので、二つの予算執行主体が
あるような状況でもあります。AUSL は市民への
医療サービスを保障する義務負っており、病院、
診療所など市民へ医療サービスを提供する様々な
機関を組み合わせて運用する計画を予算の中で作
ります。その方針に沿って病院は病院として医療
サービス提供と医療の質の向上に専念する仕組み
です。マジョレ病院には独自の予算はありません。

私的病院と家庭医（住民登録１,５００人以下、小児
科８００人以下）は登録者数に応じた人頭割りの予算
が配分されています。AUSL 予算の５１％がここに
まわり、マジョレ病院には４５％が割り当てられて
います。残りの ４ ％が予防に使われています。

一方、サントルソラ病院は独立した病院（大学
病院）ですから定額制支払い（DRG）を受けてい
ます。



イタリア視察報告書　51

医療と介護の概観

（コウキ医師）

エミリア・ロマーニャ州の場合には、 ６ つの
ASL（エミリア・ロマーニャ州では、ASL とは呼
ばず AUSL（Azienda Unita Sanitaria Locale）
と表記される）が設置されており、概ね州内の県
の配置と一致しています。ボローニャ県の AUSL
では地域を ６ 分割して住民サービスの提供を行っ
ていますが、ボローニャ地域の責任者をしている
コウキ医師から、医療と介護の関連や現状につい
て話を聞きました。老年医学専門家です。同州の
高齢化率は２５．９％（２０１０年）となっています。出
生率は８．２５（同）であり、日本と同様低くなって
います。

病院は治療施設であり、長期の療養が必要な患
者は医療付き介護施設で対応可能と考えて事業を
実施しています。９０年代から小規模病院を閉鎖し、
社会福祉課と協力して閉鎖後の施設を使って社会
福祉サービスを提供する方向での転換が進んでき
ました。AUSL では「健康の家」と呼んでいて、
ボローニャ地域には ５ 箇所あります。

国の全国保健計画（PSN）が提示した全国レベ
ルで保障される保健水準を達成するように、州政
府は州保健計画（PSR）を定めています。 ３ 年計
画で作られています。各 AUSL は、PSR に基づ
き、管轄地域の状況に応じて独自の医療サービス
を展開することができます。策定に当たっては色
々なタイプの組織がニーズを伝えてきます。協同

組合もその一つです。市長も政治的な意見を聞い
て発言します。これらのプロセスを経て合理的な
計画を練り上げて行くわけです。ニーズを持って
いる人は何らかの組織に入っており、そこを通じ
て意見を吸い上げることが基本で、苦情窓口はあ
りますが市民個人の意見聴取は行っていません。

エミリア・ロマーニャでは介護の予算は州政府
が出し５,０００万ユーロです。社会サービスの予算は
ボローニャ市が出しており、１,０００万ユーロです。
これはFRNAと呼ばれています。予算の大部分は
高齢者の介護に使われています。高齢化が進行し
てきたため入所施設には８０歳以上の人たちしか入
れなくなってきている現状があります。本来は６５
歳以上が対象ですが、自宅介護を推奨し、そのた
めの介護人に対する費用を補助するようにしてい
ます。在宅医療や介護は社会サービスとして位置
付けられています。ニーズ判定は医師、社会福祉
士、看護師などのチームで行われます。それにも
とづいて買い物や入浴などのサービス提供が行わ
れますがホーム・ヘルパーという資格職はありま
せん。在宅での看護経験があるスタッフが訪問看
護を行っていますが、専門の看護師資格はありま
せん。資格職の確立が遅れているのは、イタリア
では家族で介護する習慣が強かったためですが、
これは次第に変化してきています。東欧などから
移住してきた人たちがこれらの仕事へ参入するよ
うになってきており、研修を受けられるようにし
て資格職の育成が始まっています。イタリア人の
中でも特に若者の中から希望者が増えてきていま
す。

以上、マジョレ・ボローニャ病院を訪問して聞
き取った内容を中心にして報告しました。限られ
た時間でしたので、ホームページなどを活用して
不足分を補いました。マジョレ・ボローニャ病院
のように、家族や地域の助け合いが強いイタリア
において、社会的協同組合は市民社会の前面にす
わって公的役割の中核を担っているということを
強く感じた次第です。
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今回のイタリア視察で訪問したDomus Assis-
tenza という社会的協同組合は、コンフコープに
加盟している実践体であった。コンフコープはイ
タリアの協同組合のナショナルセンターの一つで
あり、イタリアの社会的協同組合を考える際に重
要なポイントになると考えられる。そのため、こ
こで少しその概要について簡単に触れておきたい。

イタリアの協同組合運動の歴史はいくつかの政
党やイデオロギーに影響されてきており、保守主
義、共和主義、社会主義、カトリックという ４ つ
の主要なイデオロギーが挙げられる 1 。コンフコ
ープ（Confcoop）はカトリック系の協同組合が
結集した協同組合組織であり、1919年にレガコー
プ（Legacoop）から分裂して誕生した。最初に
述べたとおり、コンフコープはイタリアのナショ
ナルセンターの一つであり、現在、イタリアには
コンフコープ、レガコープ、AGCI、UNCI と ４ つ
の協同組合のナショナルセンターがある 2 。また、
従来からカトリック系の協同組合は、農村地域で
協同組合活動を行ってきたことから、コンフコー
プ系の協同組合の多くは農業分野で精力的な活動
を展開している。

コンフコープのホームページ 3 によれば、コン
フコープは協同組合運動と社会的企業を代表し、
それらの援助および保護のために、法的に認めら
れた主要な組織とされている。コンフコープはイ
タリア全土に広範に存在しており、22の州組織、
81の県組織、 ２ つ以上の県をまたぐ ７ つの組織に
水平的に分割されている。

さらに、コンフコープ系の協同組合は小規模の
組合員を基本とする。田中夏子氏 4 によれば、多
くの場合、組合員規模は30人前後が最大であり、
新たな社会的ニーズが生じた場合や、地域的な広

がりを求められる場合には、一つの組織を拡大す
るのではなく、別の組織を生み出して、従来ある
協同組合が新しい協同組合のサポートを行う形を
とる。

１ 　John Earle, 1986, The Italian Cooperative 
Movement: A portrait of the Lega Natio-
nale delle Cooperative e Mutue（＝川口清史
・佐藤誠監訳、1992、『イタリア協同組合物語』
リベルタ出版）や Piero Ammirato, 1996, La 
Lega: The Making of a Successuful Coop-
erative Network （＝中川雄一郎監訳、2003、

『イタリア協同組合レガの挑戦』家の光協会）を
参照。

２ 　それぞれの正式名称は、以下の通りである。
コンフコープ：Confederazione Cooperative 
Italiane
レガコープ：Lega Nazionale Cooperative e 
Mutue
AGCI:Associazione Generale Cooperative 
Italiane
UNCI:Unione Nazionale Cooperative Italia
ne

３ 　コンフコープホームページ
（http://translate.google.co.jp/translate?hl
=ja&sl=it&u=http://www.confcooperati
ve.it/&prev=/search% 3 Fq% 3 Dconfcoop
%26espv% 3 D210%26es_sm% 3 D93%26biw%
3 D1600%26bih% 3 D799）

４ 　田中夏子、2004、『イタリア社会的経済の地域
展開』日本経済評論社

イタリア視察報告書

コンフコープ（Confcoop）とは
岡部　茜
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１０月３０日、社会的協同組合が運営する障害者施
設へ移動中のバスの中で、コンフコープ・エミリ
ア・ロマーニャのダビデ・ピエリ氏が、協同組合
および社会的協同組合やエミリア・ロマーニャ州
の特徴などについて説明してくれた。ピエリ氏は
普段は農業分野で働いているそうだが、外国から
の視察対応も担当しているそうで、英語やフラン
ス語も堪能とのことだった。以下はピエリ氏提供
の資料と併せて説明の概要である。

まず協同組合とはどのようなものかということ
について、協同組合の原則、すなわち一人一票の
原則や民主的な意思決定、自由な参加と離脱など、
日本でも広く知られる協同組合の重視する価値に
ついて説明。また協同組合は、資本主義的な企業
や多国籍企業とは大きく異なる特徴があるとし、
ここエミリア・ロマーニャは、ヨーロッパでも初
期に事業を行う協同のシステムができた地域であ
ることを強調した。

イタリア視察報告書

ダビデ・ピエリ氏（コンフコープ）による
イタリアの協同組合概要説明

竹野政史・竹野ユキコ

イタリアの協同組合データ
（表 １ ～ ４ のいずれもコンフコープ、ダビデ・ピエリ氏提供資料より作成）

表 １ ．　イタリアの協同組合

連合会 協同組合数 組合員数 従業員数 事業高
（百万ユーロ）

コンフコープ ２０，０００ ３，０００，０００ ５４５，０００ ６１，０００
レガコープ １４，０００ ８，７００，０００ ４７０，０００ ５７，０００
AGCI ７，８００ ４４０，０００ ２５，０００ ８，０００

ダビデ・ピエリ氏 Domus Assistenza は2012年に30周年をむかえた



54

表 ２ ．　エミリアロマーニャ州の協同組合の推移
協同組合の種類 １９９７ ２００２ ２００７ ２０１０
農業 ７１２ ６５３ ５４１ ４９４
消費 ４３ ４４ ３２ ４１
労働・サービス ２９７ ４６０ ５１２ ４６３
住宅 １８７ １７３ １５２ １３８
教育・スポーツ
・ツーリズム １９２ ２０２ １９５ １７６

漁業 １４ １６ １８ ２２
社会的連帯 １９４ ３０６ ３８６ ４１１
保健 － － － ２
相互扶助 １４ １５ １７ ７
合計 １，６５３ １，８６９ １，８５３ １，７７８

表 ３ ．　エミリアロマーニャ州の協同組合の従業員推移
協同組合の種類 １９９７ ２００２ ２００７ ２０１０
農業 １１，５３３ １４，１６２ １５，７３８ １７，７５８
消費 ７４０ ８５１ １，０３３ １，０１８
労働・サービス １３，２３７ １７，３１６ ２３，５３７ ３１，７８２
住宅 １４２ １５３ １８１ １４９
教育・スポーツ
・ツーリズム ７２１ ９０４ １，０６７ １，４０５

漁業 ８１ ８０ ７２ ９０
社会的連帯 ５，７１８ ９，２７３ １４，１０５ １７，９４４
保健 － － － ３０１
相互扶助 １０ １７ ５０ ６
合計 ３２，１８２ ４２，７５６ ５５，７８３ ７０，４５３

表 ４ ．　�エミリアロマーニャ州の協同組合の事業高
推移（百万ユーロ）

協同組合の種類 １９９７ ２００２ ２００７ ２０１０
農業 ４，０５３ ５，１２０ ７，２４０ ８，４３３
消費 ５１４ ７５９ １，１３３ ９０２
労働・サービス ９７７ １，４１４ １，９２６ ２，０１９
住宅 ９７ １３０ １７３ １５２
教育・スポーツ
・ツーリズム ４２ ６１ ７７ ９０

漁業 ２９ ２６ ３１ ３５
社会的連帯 １８７ ２８０ ４７５ ６７０
保健 － － － ２５８
相互扶助 １．５ ２ ３ ２
合計 ５，９０２ ７，７９２ １１，０５８ １２，５５９

ラヴァリーノにある Casoni カステルフランコにある OASI

またピエリ氏はイタリアの協同組合とエミリア
・ロマーニャの状況について、次のように話して
くれた（概要）。「イタリアには複数の協同組合の
ナショナルセンターがあるが、そのなかでもコン
フコープとレガコープの二つが９０％を占めてい
る。第二次大戦後、イタリアではすべてのことが
政治色を帯び、協同組合もその例外ではなかった。
すなわち、ソビエト・共産主義の左派には「赤」
のレガコープ、カトリック教会と伝統的な社会主
義の中道右派には「白」のコンフコープである。
１９６０年代以降、アメリカとソ連の理念の二つの大
きな違いがあった。しかし、ベルリンの壁が崩壊
して２５年が経ち、グローバリゼーションの時代に
あっては、協同組合は政治的対立を解消し、協同
して一致することを願っている。

エミリア・ロマーニャでは農業事業が大きな位
置を占めている。５０年前にはイタリアの人口の約
半分は農民で、いまでは ６ ～ ７ ％になっている。
都市化、工業化した人々はこの５０年間で、社会的
ニーズや福祉、家事などの新しく必要となったニ
ーズに応える協同組合を作っていった。

社会的協同組合は困難に直面した人たちのニー
ズに応えるものである。彼らには困難があり、ケ
アされなければならず、協同組合はできるかぎり
少ない費用で彼らのニーズに応えようとしてい
る。こうした協同組合のモデルの最も良いモデル
をネットで調べるならば、スペインのモンドラゴ
ンとエミリア＝ロマーニャの取り組みにたどり着
くだろう。」
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大学院では主に障害者福祉と精神保健を専門と
して研究させてもらう私が、佛教大学の鈴木先生
にお声かけいただき、イタリアにおいてさまざま
な福祉供給主体を訪問する機会をいただいた。と
りわけイタリアの障害者福祉関係の施設への訪問
を楽しみにしていた。本稿では、エミリア・ロマ
ーニャ州のカゾーニ（Casoni）という共同作業所
への訪問から、障害のある人のライフサイクルを
通した支援について簡単にではあるが、考えてみ
たい。

１０月３０日の午後より、ボローニャ市内からバス
に １ 時間ほど揺られ、エミリア・ロマーニャ州モ
デナ県のラヴァリーノ市に入った。美しい平原が
広がる中にレンガ調の可愛らしい建物が立ってい
た。社会的協同組合ドムス・アシステンツァ（Do-
mus Assistenza）が運営する障害のある人の共
同作業所カゾーニ（Casoni）である。建物はもと
もと１９６０年代まで小学校として使っていたもの
で、２０００年代に改装し、計 ２ 階建てを障害のある
人のデイサービスセンターとして利用がはじまっ
ている。大きく １ 階部分は、障害のある人が日中
を過ごすデイサービスセンターとして、 ２ 階部分
は、就労に向けたリハビリテーションをおこなう
共同作業所となっている。

まず、活動の内容についてデイサービスセンタ
ーと作業所でそれぞれ整理しておきたい。活動に
ついては、社会福祉オペレーターの方が丁寧に教
えてくださった。

デイサービスセンターでは、月～金曜日にそれ
ぞれプログラムが組まれており、作業や演劇、映
画鑑賞、音楽活動などが取り組まれている。一日
の平均利用者は１０名程度で、約４０人が登録してお
り、平均年齢は２５歳とのことだった。演劇の活動
では、年に一度の地域住民に向けた公演や、近隣

の小中学校へ出張公演をおこなっており、毎回、
成功を収めているという。障害の種別や重さはさ
まざまな人が来所しているとのことだった。

２ 階の就労支援をおこなっている作業所スペー
スに見学へ向かうと、利用者の方たちがつくられ
た布製のブックカバーや小物入れや、ペンスタン
ド、キーホルダーなどの作品が展示されていた。
作業所には、現在 ７ 名の方が通所しており、創作
活動を通じて、五感を活発に使うことができるよ
うに作業が組まれている。作品は、地域のお祭り
やバザーなどを通じて販売されている。他にも紙
すきなどによって、リサイクル紙をつくるなどの
活動がおこなわれている。社会福祉オペレーター
の方からは、「もし気に入った作品があれば、お持
ち帰りください。プレゼントしますよ！」と言っ
ていただいた。

共同作業所カゾーニは、日本でいうところの生
活介護や自立訓練事業にあたる事業所であった。
同じ社会的協同組合ドムス・アシステンツァが運
営するオアジ（Oasi）では、日本の就労継続支援
事業に似た職場の雰囲気を感じたが、カゾーニは
ゆったりとした雰囲気の中で、障害のある人が日
中活動をおこなう居場所として、また、自分自身
の余暇の過ごし方をみつけていく場として設定さ
れていると感じた。

イタリアでは１９７８年のバザーリア法（法律第１８
０号）を代表とする精神医療改革が有名であるが、
その改革に伴って精神障害以外の障害者運動にお
いても脱施設化が掲げられてきた。その中で、障
害のある人の日中活動の場として、カゾーニのよ
うな共同作業所が増加していった点では、日本が
１９７０年代に経験した共同作業所運動と同じ雰囲気
を感じるものがあった。その上で、日本とイタリ
アの障害サービスにはどのような違いがあるのだ

イタリア視察報告書

障害のある人のライフサイクルを通した支援を考える
－社会的協同組合 Domus Assistenza の施設 Casoni 訪問から－ 深谷　弘和
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ろうか。社会福祉オペレーターの方が熱心に教え
てくださったイタリアの障害のある人の「個別教
育計画」から考えてみたい。

カゾーニを利用している障害のある人たちに
は、それぞれどのようなサポートが必要なのか、
またどのような福祉サービスを受けていくのかに
ついては、一人ひとりに「個別教育計画」が作成
される。これは日本における障害者総合福祉法の
「個別支援計画」と類似する部分がある。ただ、
大きく異なるのは「個別教育計画」が州と地区の
社会福祉課が計画策定にあたっての責任をしっか
りと担い、本人や家族、そして各専門職が計画を
作成する点であろうと感じた。イタリアは、障害
児の就学権の整備をおこなうにあたり、１９７７年に
学校教育改革法（法律第５１７号）を制定し、これま
で統合教育をすすめてきた。１９９２年の障害者援助
・社会統合・諸権利のための枠組法（法律第１０４
号）を制定し、その第 １ 条ａ項では「障害者の、
家族、学校、労働、社会への十全な統合の促進」
が掲げられている。実際にカゾーニの社会福祉オ
ペレーターの方の話の中では、「乳幼児期に何らか
の障害がわかれば、行政がライフサイクルを通じ
て把握し、制度利用につなげている。」ということ
であった。日本においては、乳幼児期に障害が明
らかになっても「経過観察」のまま、学齢期を迎
え、行政が障害のある人を把握していないことが
問題として挙げられることがある。そして、不登
校やひきこもりの支援現場においてはじめて、利
用者の乳幼児期の発達のつまづきが学齢期にわた

り「放置」されてきた実態が明らかとなるケース
が報告されることが少なくない。この点に関して
は、いわゆる日本の「縦割り」と呼ばれる行政の
体制への問題点を含めて、福祉の公的責任につい
てあらためてイタリアの障害者福祉に学ぶ点も多
くあるのではないだろうか。とりわけ、障害のあ
る人のライフサイクルを通した支援をどのように
展開することができるのか、イタリアの実践から
今後、多くを学び取り、日本にとってより良い制
度設計を検討してきたい。

個人的には、食事にじっくり時間をかけ、食べ
物や飲み物を楽しみながら、文化や歴史について
語り合うイタリアの文化的風土に、競争や効率に
ついて頭をまわす私たちはたくさんのことを学ば
なくてはならないのではないかと、イタリア訪問
を通じて感じさせてもらうことができた。とりあ
えず、手始めに京都のワイン Bar に立ち寄る際に
は、トスカーナ地方のワインを注文して、イタリ
アの文化的な豊かさに思いを馳せるようにしてい
る。

参考文献
小島晴洋ほか（2009）『現代イタリアの社会保障－
ユニバーサリズムを越えて－』旬報社
障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会
（2013）『 8 人のママからのメッセージ－子どもと
私と療育と－』全障研出版部
鈴木勉・田中智子編著（2012）『現代障害者福祉
論』高菅出版

もとは小学校の建物を利用 紙ナプキンの芯をリメイクした花瓶、
フェルト細工などの作品
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作業所カゾーニ（CASONI）と同じく、ドゥー
ムス・アシステンツァ（Domus Assistenza）が
運営する施設である。

活動計画をつくり政策コーディネイトは市が担
当し、実際の運営は施設が行う。

施設は企業の倉庫であった建物を利用し、職業
訓練、受注品の作業、通所者のエリアが設けられ、
福祉作業所としては面積にゆとりを感じさせられ
た。

地区にはもう一つの施設があり、カステルフラ
ンコ・エミリーア市の市長は、私たちへの挨拶で
「カステルフランコ地区内に有力な ２ つの施設が
あることに誇りを持っているし、両施設は順調に
運営されている。障碍者や寝たきり老人を抱えた
家族の人は非常に負担が大きいので家族の負担を
市、コミュニティーが共有し分かち合ってゆく。
家族の人たちが負担を抱えて孤立するのではな
く、障碍者も作業所にきて自分の能力を高めるこ
とができ自立できる。障碍者が作業所に来ている
間、家族は自分の仕事ができる。コミュニティー
参加型でみんなの負担をやわらげてあげる。その
ために作られたのがこの施設である。」と語った。

この施設では ２ つの活動が行われている。一つ
は職業訓練であり、目的は、就職できる可能性に
近づけることである。もう一つは障碍をもってい
て自立性を高める訓練で、就業の可能性はないけ
れどもリハビリを中心とした活動である。

したがって職業訓練にいる人の最終目標は企業
に就職することにある。この地区に点在する約３０
の企業が就職先となる。１０月時点で２９人が採用さ
れた。このうち ８ 件が期間雇用から期限なしに契
約変更となった。

ここでは ３ つの特徴があげられる。

（ １ ）職業訓練が段階的に行われている。初めに
この施設で職業訓練に入り、保護された施設で労
働に慣れることを目的にした研修である。次の段
階は実習ということで実際の仕事をやっていく、
そしてうまくいけば雇用につながる。職業訓練は
企業で行われているであろうと同様の作業を行う。

この過程では、作業の実技だけではなく、上司
や同僚とつきあっていけるか、ちゃんと受け答え
ができるか、自分に自信をもって作業ができるこ
とや、やっていることに喜びを与える動機づけも
考えながらの訓練が行われてゆく。
（ ２ ）雇用が安定したものでなくてはならない、
雇用されたところで関係が終了するのではなく、
その雇用が労働契約で継続させなくてはいけな
い。労働契約が継続性のあるものになるように協

イタリア視察報告書
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同組合はサポートを続ける。サポートを続けるた
めにエデュケーターがサポートに付く。研修、実
習の時にもエデュケーターが一緒にいて就労後も
サポートする。
（ ３ ）その後段階的に離れてゆき、問題があった
時に企業から連絡があれば対応する。このため企
業も安心して就労を受け入れることができるので
ある。

また、これを実現するためには福祉担当者、労
働組合など地域の協力体制が不可欠であり、当然
AUSL とも連携している。

利用者は知的障碍、精神障碍、アルコール、薬
物依存で ９ 人から１２人程度だが、職業訓練を行っ
ている人は外に働きにも行っているので、いつも
同じ人数がいるわけではない。

就業している人のモニターもやっていて、それ
らを合計すると全体で２００人程度が対象者となる。

以上の特徴から明らかなように、この活動のキ
ーパーソンはエデュケーターである。

施設での訓練から企業での作業を共にし、就労
後のフォローまで寄り添い、職業訓練と就労継続
を成功裏に導いている。

障碍者が企業にいることで職場の雰囲気が和ら
ぎ、互いに助け合う空気が生まれているという。

なお、訓練時間は ８ 時半より ４ 時まで、実働訓
練時間は ４ 時間４５分である。

実際の作業は、器具を梱包する、コーティング・
ガンも使用した部材の作成とプラスティックケー
スの作成である。

残念ながらすべての障害者が就職できるわけで
はないが、就職できる見込みがないけれども何等

かの作業に参加できるという人が障碍者作業所に
通っている。作業所に来ている人は就労すること
を目的としていないので、職業訓練とは違う作業
で、社会的参加を目的としている。

作業だけではなく、ペットセラピーを行ったり
演劇を取り入れたりプールに行ったりということ
もしている。１０人から１５人が来ている。１７人が、
作業所の受け入れ可能規模の人数である。年齢は
１８歳から５０歳の成人である。

ここでは就労目的ではないが企業からの受注
で、プラスティックケースにシートを貼る、ナプ
キンに商品タグを貼るなど単純作業だが正確さが
要求される作業をしていた。職業訓練より少しリ
ズムがゆっくりしている。 ８ 時から ９ 時が受け入
れ、 ９ 時から１０時半が作業、１１時まで休憩。その
後１２時まで作業。 ２ 時半まで昼食、 ３ 時半まで作
業、 ４ 時にセンターは終る。

当日は私たちの見学時間に合わせ、時間を延長
して活動を紹介していただいた。

作業報酬はヴァカンス（ ５ 日間の海水浴）の費
用に充てる。

作業見学終了後には、市長、理事長、社会福祉
担当評議員、市や協同組合のコディネーターも加
わり、施設が用意した郷土料理、地元産ハムの軽
食で懇談した。
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はじめに

「非営利・協同総合研究所　いのちとくらし創
立１０周年」を記念して企画されたイタリア医療団
体、医療機関、財団施設および社会的協同組合等
を視察する企画に参加した私たちは、主にミラノ
とボローニャにおける高齢者ケアサービスや障害
者ケアサービスの事業に従事している社会的協同
組合や財団などのケア施設を訪問し、それらの事
業とそれらの事業を通じての地域コミュニティ
（地域社会）との関係などを視察して、いくつか
の有益な事例のみならず困難に直面している事例
にも触れ、彼ら当事者の多様な実践的、運動的経
験を知ることができた。このことは、私たちにと
っても―ある意味で―貴重な実践的、運動的経験
として十分に意識されることとなった、と言える
だろう。

ところで、私にとってイタリア訪問はこれで ２
回目の訪問である。先回の訪問は、協同総合研究
所が主催した「福祉コミュニティ研究会」のメン
バーによるもので―時間的には１６年も前のことに
なるが―１９９７年 ６ 月 １ 日から ８ 日にかけて行なわ
れたボローニャ市における「イタリア社会的協同
組合調査」である。この時の調査団長は、今回の
私たちの視察調査に―別の研究組織の責任者とし
て―同行された鈴木勉先生（現佛教大学、当時は
広島女子大学）であった。またこの調査で通訳の
労をとって下さったのは、今回の企画に（用あっ
て）参加できなかった田中夏子先生（当時は長野
大学）であった。

この「社会的協同組合調査」の日程を改めて振
り返って見てみると、以下に見るように、かなり
ハードだと思えるが、当時は―鈴木・田中両先生
と島村節子さんを別にすれば（であるが）―それ

ほどハードだったとの思いはなかった（ような気
がする）。私自身５０歳直前でそれなりの体力を備え
ていたからかもしれない。

６ 月 １ 日：成田空港→ミラノ空港→ボローニャ着
２ 日：「ボローニャの社会的協同組合につい

て」（ボローニャ・レガ社会政策担当　
アルベルト・アルベラーニ氏）
「C

カ デ ィ ア イ

ADIAI 協同組合の経過、現状、課
題」（理事長　パオラ・メネッティさん）
「ボローニャ市の高齢者福祉政策／自
治体と協同組合の関係」（市社会政策評
議員　トンバ氏）
「ガリエラ自治体の養護老人ホーム訪
問」（自治体から CADIAI へ委託）
「サンピエトロ・イン・カザーレ自治
体の保健・福祉支援住宅（イタリア版
「高齢者保健施設」）訪問」（町と CA-
DIAI が合同出資）

３ 日：「労働者協同組合 CIPES（ソファ等家
具生産）訪問」（CIPES 理事長　ルチ
アーノ・ガロイア氏）
「ANCPL（レガ労働者生産協同組合
連合会）バッカリーニ氏を囲んで」
「労働者協同組合　FRADAL（紳士用
スラックスのデザインおよび製造）訪
問」（理事長　ピエルジョヴァンニ・フ
ランチェスコーニ氏）
「農業協同組合　APOFRUIT（農産物
の生産・流通）訪問」

４ 日：「教育協同組合　ALOUCS 訪問」（理
事長　マファルダ・ミンゲッティさん）
「ドン・ミラーニ保育園訪問」（町から
ALOUCS へ給食・施設管理委託）

イタリア視察報告書
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「サン・ラッツァーロ・ディサヴェナ自
治体の『午後の学校』（学童保育）訪問」
（自治体からALOUCSへ運営を委託）
「 ニ コ レ ッ タ 陶 芸 工 房 訪 問 」
（ALOUCS の組合員ニコレッタさん
の『もう一つの仕事』訪問）

５ 日：「リハビリテーション協同組合　AXIA
訪問」（AXIA 理事長　ミネッリ氏）
「アグルトゥリズモ協同組合　CO-
pAPS 訪問」（理事長　ロレンツォ・サ
ンドリ氏）

６ 日：「ボローニャの協同組合訪問を振り返っ
て―質疑応答」（ANCPL（レガ労働者
生産協同組合連合会）バッカリーニ氏）
「エミリア・ロマーニャ州におけるレ
ガの社会的協同組合―現状と問題点」
（ANCST 州連合責任者　パオロ・ジ
ェンコ氏）
「社会的経済における人材教育のあり
方について」（EFESO（社会的経済職
業教育機関）責任者　マウリツィオ・
ミッリ氏）

７ 日：休日　ベネチア・グループとトリエ
ステ・グループに分かれて行動

８ 日：ミラノ空港発→成田空港着（ ９ 日）

COpAPS（コーパプス）を訪ねて

このような（やはりハードと思える？）日程の
なかで私に最も深い印象を与えたのは COpAPS
であった。コーパプスは、その当時、社会的協同
組合ではなく、農業協同組合として登録されてお
り、その理由をロレンツォ・サンドリ理事長は「農
業が擁する人間性」である、と示唆した。コーパ
プスの印象については、この調査で副責任者の労
をとられた（故）島村節子さんが思いを込めた
「『COpAPS（協同組合）』を視察して」と題する
報告（『所報　協同組合の発見』協同総合研究所、
第７２号、１９９８．４）を記しているので、先ずその一
部を引用させていただくことにする。

（ １ ）「COpAPS 協同組合を視察して」（島村節子

氏報告）
視察 ４ 日目にボローニャから南へ車で １ 時

間、山間部の小さな町、カ・デル・ボスコにあ
る COpAPS 協同組合を訪ねた。COpAPS は、
この視察でただ一つの障害者就労の協同組合で
あった。しかし、社会的協同組合のタイプＢを
選択せず、法人格は（１９７９年の）設立時の農業
協同組合のまま。ただ、活動のなかで障害をも
つ人びとが就労にいたるための職業教育サービ
スを提供する部分を社会的協同組合のタイプＡ
に組織立てする形態を取っている。できるだけ
自分たちの実態に合うように法制度を選ぶとい
う、実に現実的な運営をしている。（中略）

ところで、COpAPS は山間部の静かな土地
で、有機農法による野菜づくり、ハーブ栽培や
他の花卉栽培とそれらの加工・販売、アグリツ
ーリズム（農村観光事業）などを営み、少し離
れた丘には 瀟

しょう

洒
しゃ

な農家風の建物でレストラン
も経営。１７年前に障害者の就労機会の拡大をめ
ざして、農業を中心に始めた活動から着実に新
しい関連事業にも広げている。

また障害者の職業教育には専門家を配置する
必要があるが、この点について（ボローニャ大
学）農学部出身のロレンツォ・サンドリ理事長
は、「障害者教育の専門家はどうしても障害者を
社会サービスの対象者として捉える傾向が強
い。ところが、農業の専門家は同じ仕事の同志
として『あなたが必要』という視点で（障害者
に）働きかけるので、職業教育に適している」
と言い、したがって、「このような職業教育ので
きるスタッフを協同組合が育成していくことも
重要である」と語っていた。このことは、＜障
害者の就労の場＞として＜農業＞が大きな可能
性をもっていることを見ることができた。

この『所報　協同の発見』（協同総合研究所、第
７２号）には、協同総研の「イタリア社会的協同組
合調査」（１９９７年）で通訳を務められた田中先生の
「エミリア・ロマーニャの社会的協同組合を訪ね
て」と題する報告もまた記載されており、そのな
かに「（ ５ ）『農』を通じて精神障害者・知的障害
者の就労支援に挑む―「コーパプス（COpAPS）
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協同組合」と題する ３ ページにわたる報告がある
ので、ここからもその一部を引用させていただく。
「社会的協同組合」に関わる明確かつ重要な指摘
がなされているからである。とりわけ、「Ｂ型」の
社会的協同組合故の課題として、①「リハビリと
自立支援の場」の創造の課題、②社会的協同組合
法（「法律第３８１号」）とＢ型協同組合の理念との整
合性の課題、とに関わる指摘は現在でもなお有効
である。

（ ２ ）エミリア・ロマーニャの社会的協同組合を
訪ねて（田中夏子氏の報告）
①農業を核としたリハビリと自立支援の場づく
り

……コーパプスは Cooperativa per Attivita 
Produttive e Sociali（生産的活動と社会的活
動のための協同組合－中川）の頭文字をとった
名称。精神障害をもつ人びとが就労に至るため
の実践的職業訓練教育を提供する、という目的
で設立された協同組合である。有機農法による
野菜づくり、ハーブや花

か

卉
き

栽培およびその加工
・販売、レストラン、アグリツーリズムを通じ
て障害者の雇用の機会の拡大をめざそうと、１９
７９年に始まった。「社会的協同組合」という考え
方が普及するより１０年も前のことである。設立
当初の実質メンバーは ３ 名。 ２ 年間は活動拠点
探しに費やされ、本格的な始動は１９８２年からだ
った。農家の廃屋だったところを、近くの工事
現場の仮設詰所に寝泊まりしながら、長い年月
をかけて改修してきた。メンバーがそれぞれ農
業と出稼ぎで得た資金と、総会で決定した年間
１００時間分の無償労働で資金を捻出し、拠点づく
りに投入してきた。

現在、就労組合員は１６名、そのうち ４ 名が精
神障害者であるが、雇用契約上の違いはなく、
労働協約も皆同じものが適用されている。さら
に教育サービスを受ける障害者の親たちから成
るボランティア組合員が３０名。これらのスタッ
フで１５名の障害者の職業教育が行われている。
事業高は農業部門と就労教育部門と合わせて３０
億リラ（ ２ 億４０００万円）。内訳は、前者が１１億リ
ラ、後者が１９億リラである。

（次に私たちは）コーパプスのもう一つの拠
点、農業観光施設「イル・モンテ」に繰り出し
た。協同組合の支援者から、山頂にある廃屋を
提供してもらい、素敵なレストランに仕立てた
ものだ。（中略）レストランの仕事はコーパプス
で働く障害者が、障害の種類と程度に応じて分
担している（パスタ打ち、ナプキンのアイロン
かけ、動物の飼育、野菜の栽培など）。それぞれ
の持ち場で働くメンバーの姿が写真入りで紹介
され、仕事をものにしていく様子が日記風に綴
られている。

（ロレンツォ・サンドリ理事長の話）「コーパ
プスには障害に詳しい福祉の専門家と農業のプ
ロとがいる。障害を持った人たちとの関係のつ
くり方も両者でそれぞれ特徴がある。福祉を専
門に勉強してきた人たちは彼らを指導の対象と
見るけれども、農業のプロはそうではなく、彼
らを仕事のパートナーと見る」。ロレンツォさん
は、この協同組合が単一の専門家組織でなく、
複合的な専門家集団であることを、大きな強み
と考えているようだった。

②「法律の衣」をどう着るか
（当時）私たちは、このよう事業内容や構成

メンバーのあり様から、コーパプスを「Ｂ型」
の「社会的協同組合」と考えていたが、理事長
の答は「否」で、Ｂ型でもなければ、なんと社
会的協同組合ですらなく、コーパプスは定款上
も実質も歴とした「農業生産協同組合」である。

約２０年前、兵役を拒否して社会福祉の道に入
った、（ボローニャ大学）農学部出身のロレンツ
ォ・サンドリ理事長は「社会的目的を掲げなが
ら、社会的協同組合を名乗らないわれわれの選
択は、皆さんには大変わかりにくいかもしれな
い」と言いつつ、その事情を次のように語って
くれた。「コーパプスの選択の複雑さは、この協
同組合のアイデンティティと歴史に起因する」
と同時に、「社会的協同組合の法制化が抱えるい
くつかの限界とも関わる」。……そして彼は ３ つ
のことを具体的に指摘した。（ １ ）コーパプスは
（法律）第３８１号に謳う社会的協同組合を先取り
して実践してきた。確かに農業は、障害者の就
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労支援のための手段であるが、自分たちとして
は農業を核にして取組んできた「歴史の根とア
イデンティティ」を大切にしたいのである。
（ ２ ）現在、われわれとともに働いている障害
のある就労者たちは、「Ｂ型」となれば、あえて
「社会的弱者」の枠で働くことになる。「今日ま
ではわれわれと同じ条件、協約で働いてもらっ
たけれど、明日からはハンディキャップ就労者
の枠で働いて下さい」というのは、コーパプス
の理念と目的に沿わない。（ ３ ）「Ｂ型」を採用
すれば、ボランティア組合員の制限条項によっ
て３０名の親組合員を著しく限定することを迫ら
れることになる。

（このような観点からコーパプスは社会的協
同組合ではなく農業生産協同組合として事業を
展開しているのであるが）しかし、ロレンツォ
さんは、法律の不備を指摘している訳ではない。
万能ではない法律の限界を、協同組合の側が見
極め、逆に自分たちの身の丈に合うよう戦略的
な活用を考えていくべきだと言っているのであ
る。その言葉通り、コーパプスでは現在、組織
改編を模索している。例えば、コーパプスの事
業の発展に伴って、重度の障害者にケアワーク
・サービスやリハビリ・サービスを提供する部
門と、より実践的に自立・就労を支援する部門
とをそれぞれ別組織として独立させ、前者をＡ
型の「マストロ・チリエッジョ」協同組合、後
者をＢ型の「COPAS（コーパス）」協同組合と
するのである。そうなれば、従来のコーパプス
は一種の「ホールディング・カンパニー」のよ
うな存在になり、各協同組合の設立と運営を支
える役割を果たすことになる。要するに、「小さ
な単位で、身近なニーズに深くかつ専門的に対
応していき、また近接分野の協同組合が孤立せ
ず、運動面でも財政面でも連携していくことが
できる態勢・体制をつくり、そういう態勢・体
制をコーパプスが支えていく」のである。

このように、協同総研主催による「イタリア社
会的協同組合調査」（１９９７年 ６ 月 １ ～ ８ 日＜ ９ 日成
田着＞）に参加した私は、エミリア・ロマーニャ
州の州都ボローニャ市で事業展開している社会的

協同組合を訪問・調査したのであるが、なかでも
C
コ ー パ プ ス

OpAPS は――１９７４年設立という比較的長い歴
史を擁する女性中心の社会的協同組合「C

カ デ ィ ア イ

ADIAI」
と並んで――日本の協同組合人や協同組合研究者
がその当時も関心を寄せる対象であったし、おそ
らく現在もそうであろうと私は思っている。その
ような観点から、協同総研の所報『協同の発見』
（第７２号、１９９８年 ４ 月）に掲載された（故）島村
節子さんと田中夏子先生の文章を要約して掲載さ
せてもらった。

すぐ前で要約的に記載させてもらった田中報告
も言及している「法律第３８１号」、すなわち、「社会
的協同組合法」の制定が１９９１年１１月、そして協同
総研による「社会的協同組合調査」が１９９７年 ６ 月
なので、既に制定から ６ 年を経ており、社会的協
同組合の取り組みと動向に関心を寄せていた私に
とっては、社会的協同組合の事業展開の傾向をあ
る程度正確に捉えることができる条件が整いつつ
あった時期だと言ってよい。この調査に参加した
私はイタリアの社会的協同組合の「全体像」をお
ぼろげながら掴むことができた。

それからまた ６ 年を経た後の２００３年 ９ 月に協同
総研は――日本労働者協同組合連合（労協）と共
催して――「イタリア社会的協同組合調査」を行
ない、その調査報告を『協同の発見』第１３９号 
（２００４年 ２ 月）および『協同の発見』別冊／増補
版（２００４年 ６ 月）に掲載している（別冊は次の調
査報告である。田中夏子「イタリア社会的協同組
合の形成過程と現況、課題」、岡安喜三郎「地域の
普遍的利益を追求する協同組合」、鈴木勉「人間発
達に適合的な福祉供給主体像を求めて」、現田友明
「協同労働の現場から見たイタリアの協同組合・
社会的協同組合」）。その当時「協同総研理事長」
を仰せつかっていた私は、その別冊に次のような
短文の「発刊にあたって」を記しているので、そ
の一部を引用しておく。

（前略）協同総合研究所は既に１９９７年にエミリ
ア・ロマーニャ州の州都ボローニャでの「社会
的協同組合調査」を行なっていますので、イタ
リア社会的協同組合に関する調査は ２ 度目とい
うことになります。ただし、今回の調査地はロ
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ーマとミラノですので、同じ「社会的協同組合」
の調査といっても、歴史、文化、宗教、政治、
産業・経済、交通、自然、地勢など調査対象地
域の特徴が異なれば、社会的協同組合もその生
成、種類、運動、ネットワークなども当然異な
ることでしょうから、前回の調査と異なる研究
成果が得られるでしょう。そして何よりも、前
回の調査から既に ６ 年が経過しており、この間
における社会的協同組合の発展振りは私たちの
予想をはるかに超えるものです。（中略）

社会－経済および情報のグローバリゼーショ
ンの下で、イタリア社会的協同組合の展開と発
展は、日本に限らず、世界の多くの国々の協同
組合人に影響を与えています。特に、「不利な条
件のもとに置かれている人びとを市民として統
合する」――すなわち、障害者、高齢者、刑余
者、失業者など弱者や不利な条件のもとに置か
れている人びとを社会から排除しない――とい
う政策を掲げるヨーロッパ連合（EU）諸国で
は、イタリアの社会的協同組合についての研究
が高まっています。イギリスの「社会的企業」
の一つである（障害者の雇用の創出と自立をめ
ざす）「ソーシャル・ファーム」は社会的協同組
合を参考にして生まれた非営利・協同組織です。
日本でも今後、イタリア社会的協同組合の研究
が質量共に高まることと思います。（略）

私のこの短文に「今回の調査地はローマとミラ
ノです」とあるが、じつは、ワーカーズコープ札
幌の現田友明さんがこの時にコーパプスを訪ねて
おられるので、現田さんの報告の一部を引用させ
てもらうことにする（『協同の発見』１３９号）。

（前略）オペラ・ピア財団（キリスト教信者が
寄進した土地を管理する財団。しかし、現在は
市の管理下にある）からの借地３０ヘクタールを
利用して、小麦、果実、野菜を中心に多様な作
物を生産している。地域社会との交流を図る意
味もあり、直売システムも採用している。

１９８３年には、ボローニャで最初の実践的ケー
スとして、実際の企業活動を通じての職業訓練
システムが開始された。社会に閉ざされた訓練

センターではなく、「職業訓練の場であり、仕事
の場である」ことをめざしている。１９９０年代に
は花の苗の栽培や緑化事業（ボローニャ市との
委託契約）の分野を拡大している。

現在の組合員はＡ型１１０名、Ｂ型３７名で、組合
員にはハンディのある就労組合員の親も含まれ
ており、また理事会には親の代表も参加してい
る。農業生産物の直売を通じての交流に止まら
ず、イベントの出展や小学校低学年の社会見学
先としての受け入れなど、「自分たちとちょっと
違う人たち」くらいに地域住民の意識を高めた
い、とのことである。

さて、ところで、イタリアの「社会的協同組合
の実体（entity）」とはどのようなものなのだろう
か。わが「いのちとくらし」による「イタリア医
療視察」（２０１３年１０月２６日～１１月 4 日）で私が得た
コーパプスの印象に言及する前に、ここで、「社会
的協同組合の実体」あるいは「社会的協同組合の
理念」を「法律第３８１号」、すなわち、「社会的協同
組合法」に基づいて抽出しておくことにしよう。
というのは、そうすることが、わが「いのちとく
らし」が追究している「非営利・協同」の理論化
や明確な概念化に繋がっていくことに寄与すると
思われるからである。

社会的協同組合の「実体」あるいは「理念」は、
その法律第 １ 条（定義）で次のように明確に示さ
れている（概要）。すなわち、

第 １ 条（定義）
１ ．社会的協同組合は、市民の人間的発達なら

びに市民の社会的参加（統合）を通じてコミ
ュニティの普遍的利益を追求することを目的
とする。
［Ａ型］社会福祉－保健サービスおよび教育

サービスの運営を担う。
［Ｂ型］身体的・精神的なハンディキャップ

をもつ者（the handicapped peo-
ple）の就労を目的とした、農業、製
造業、商業およびサービス業など多
様な活動を行なう。
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第 ４ 条（ハンディキャップをもつ者）
２ ．身体的・精神的障害をもつ者、刑余者や薬

物依存症者、アルコール依存症患者など（す
なわち、社会的に不利な条件の下に置かれて
いる人たちなど）社会的不利益を被る者（ハ
ンディキャップをもつ者）が、当該協同組合
の労働者の３０％以上を占めなければならず、
また、本人の状態が許す限り、同協同組合の
組合員とならなければならない。

第 ５ 条（協約）
１ ．ハンディキャップをもつ者の雇用創出を目

的とする場合、公共機関は、公共事業の契約
に関する規定の例外として、Ｂ型協同組合と
の間で、社会福祉－保健および教育サービス
以外の財ならびにサービス農業供給に関する
協約を結ぶことができる。

見られるように、このような法律に基礎を置い
ている社会的協同組合は、さまざまなハンディキ
ャップを負っている人びとを支援する「闘い」―
―社会的排除（social exclusion）を排除する

4 4 4 4

「闘
い」――を、すなわち、社会的包摂（social inclu-

sion）を推し進める「闘い」を通じて「普遍的利
益」の創出に貢献している。この「闘い」は、
G.W.F. ヘーゲルの言う「承認を求める闘い」であ
って、「個人は自らが他者によって承認されること
ではじめて幸福に導かれる」のであり、したがっ
てまた、「対等平等な人びとの間での相互の承認の
ための秩序」を創り出す闘いでもあるのだ。別言
すれば、社会的協同組合の闘いは「協同と公正に
基づく新しい社会秩序の形成」の諸条件を再生産
する社会的役割を果たすのである。

COpAPS（コーパプス）再訪：ロレンツォ
・サンドリ理事長の説明と質問への回答

さて、私にとって
4 4 4 4 4

今回の「コーパプス訪問視察」
（２０１３年１０月３１日訪問）は ２ 回目の訪問視察にな
る。前述したように、１９９７年の私たちの初回の視
察訪問時には、コーパプスは農業生産協同組合（農
協）として登録されていた「社会的協同組合」で

あったが、２００１年に「知的障害者と精神障害者の
農場、レストランそれにグリーン・ツーリズムを
経営・運営するＢ型＋Ａ型の社会的協同組合」と
して再登録され、現在に到っている（所在地は「サ
ッソ・マルコーニ」コムーネ）。以下のメモランダ
ムはロレンツォ・サンドリ（Lorenzo Sandri）理
事長の説明および私たちの質問への回答である
（彼の説明と回答は、本部に隣接している野菜畑
と温室の見学時および本部食堂での説明、それに
イル・モンテのレストランでの説明と回答）。

＊ COpAPS は１９７９年に農業協同組合として設立
され、１９８２年に本格的に始動した。設立の定款
に社会的目的を組み入れた。２００１年に社会的協
同組合として登録したが、農業協同組合と社会
的協同組合が並存しているとみなしてもよい。

＊設立から一貫して「障害者の事業活動（雇用）」
の拡大に力を注いできた。特に１９８０年代には障
害者が農業を通じて事業活動を実践する好事例
としてヨーロッパでもパイオニア的なモデルを
確立したことから、このモデルがさまざまな分
野で応用された。

＊知的障害者へのアプローチとして、「先ず作業を
行ない」、そして「なぜ、そうするのか（そのよ
うな作業を行なうのか）の情報を伝える」。この
アプローチは「健常者」の場合と逆である。

＊法規定には「労働者」（総務および会計は除く）
に障害者が最低３０％加入していることが定めら
れており、本協同組合のそれは３６％である。

＊「労働者」が「組合員」になるか否かは、（彼・
彼女たちを）雇用して約 ２ 年間様子を見て指導
する。それは、すべての労働者・組合員が働き
やすい環境をつくるためである。組合員になれ
ば、相応の責任が伴うのであるから、お互いに
納得付くの上で組合員になるのである。

＊ COpAPS の労働者（従業員）総数は５２名、労
働者（従業員）でありかつ組合員でもある者は
３２名、雇用されている障害者は１２名、その他に
「出資のみ」（ １ 人５００ユーロ）の組合員が１６名、
である。またその他に研修中の障害者が ５ 名（ポ
ストが空き次第優先的に雇用される）。

＊ミッションには障害者も平等に参加する。
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＊コムーネには経済的補助を求めないが、「仕事を
回して欲しい」と依頼することはある。

＊本部はＢ型としての協同組合活動を実践してい
る。レストランのイル・モンテはＡ型。したが
って、COpAPS はＢ型＋Ａ型である。またリ
ハビリ・デイセンターには少し重度の障害者も
いる。

＊（配布された）パンフレットは２０１０年に制作さ
れたので数字に多少違いがあるが、基本的傾向
は変わっていない。すなわち、
Ｂ型の事業：①年間総事業高１３０万ユーロ。

②有機野菜生産は拡大傾向。直売
所、近郊のレストラン、それに
スーパーマーケットの「ナチュ
ラＣ」に販売。

③加工製造を行なう。
④レストラン「イル・モンテ」の

経営は夏季のみ（１２月～ ３ 月は
積雪があり登坂不可のため）、ま
た営業時間は週末のみと木曜日
の夜。

⑤緑地整備は、（公共の）公園・墓
地、個人の一般家庭の庭など。
地元のコムーネであるサッソ・
マルコーニ、カーザレッキオ（カ
ーザレッキオ・ディ・レーノ）
などからの委託が多い。「健常者
３ ～ ４ 人と障害者 １ 人」のチー
ムで仕事は伐採や花壇の手入れ
（花植えなどの花卉園芸）が多
い。

⑥ゴミの分別も事業の一つである。
Ａ型の事業：①イル・モンテでの教育サービス

事業―AUSL より「年間４０万ユ
ーロ」の委託事業。

②（勘違いする人が多いが）週末
のレストラン「イル・モンテ」
営業に障害者は従事しない。

＊このように、COpAPS は年間事業高１７０万ユー
ロの小規模事業体である。

＊ ５ 事業を行なうメリットは、いわゆる「多角経

営」によって COpAPS 全体における事業の安
定化を図り得ること。他方、そのデメリットは
事業組織の複雑化であるが、それでもその点は
工夫によって改善される余地がある。

＊質の高い事業的、社会的な活動を実践するため
に、国家的な認定や資格（例えば、安全基準、
環境基準、ISO 認定など）を取得する。障害者
を雇用したり、また障害者が組合員であったり
する社会的協同組合においても安全基準や環境
基準の認定などを取得することが可能であるこ
とを社会に可視化させることができる。

＊障害をもつ労働者（従業員）や組合員の事業に
関わる諸活動については、「障害の違い」を認識
することによって、彼・彼女たちの持っている
能力に見合った仕事・労働に就いてもらうこと
が重要である。そのためにはまた、彼ら一人ひ
とりの「計画」の策定が重要になる。例えば、
直売所のアンドレアは、計算は強いが、何か言
われないと、すなわち、指示がないと動けない。

＊農業あるいは農作業は、一般的には、障害者に
適している。イタリアには「カブからワインは
できない」という比喩があるが、しかし、じつ
は、カブからは他のいくつもの美味しいものが
できるのである。

＊社会的協同組合は、したがって、「生活の質」と
「労働の質」を重視する。最初は農業に関わる
労働から始めるのであるが、そこで働く者の安
全を確保する労働環境を整える。

＊現在、近い将来に雇用を見込まれている障害者
は ５ 名。環境に馴染むまで時間がかかることか
ら、内部研修を実施している。

次は、私たちからの「質問」とロレンツォ・サ
ンドリ理事長の「説明と回答」
Ｑ：資料（パンフレット）に掲載されている表を

見ると、２０１０年ではＢ型の事業高のうち最も高
いそれは「緑地整理」ですが、現在はどうなの
ですか。

Ａ：現在、最も苦しいのがレストラン事業である。
財布の紐が固くなったのか、今年に入って間も
なく客数が急に落ち込こみ、現在に至っている。
他の事業は伸びている。
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Ｑ：健常者、障害者の平均年齢を教えてください。
Ａ：健常者＝３４～３５歳、障害者＝３６～３７歳。途中

退職は少なく、多くは雇用されると長期にわた
り存続。

Ｑ：この土地の面積と所有―借地あるいは（コー
パプスの）所有地―の形態を教えてください。

Ａ：生産可能な面積は３０ヘクタール。他の地域に
１２ヘクタールあり、そのうち ５ ヘクタールが生
産可能地。イル・モンテ（２２ヘクタール）では
６ ヘクタールが生産可能地。これらの土地はす
べて借地で、元々、「オペラビア」と称する宗教
団体が所有していた。現在は、「イーパップ」
が、エミリア・ロマーニャ州の機関と長期契約
を結んでいる。

Ｑ：労働者（従業員）の平均報酬を教えてくださ
い。

Ａ：年間９００～１，０００ユーロ。
Ｑ：出資組合員の１６名はどのような人たちですか。
Ａ：３０％が障害者の親、５０％が以前ここで働いて

いた年金生活者、そして残りの２０％はこの活動
に賛同する個人。

Ｑ：出資組合員も「 １ 人 １ 票の議決権」ですか。
Ａ：そうです。設立に関わった人の多くは障害者

の親たちであるので、出資組合員には親が多い。
COpAPS の設立には親の存在が何より大きか
った。「親の会」は現在では社会的にその存在が
認められていることから、別のアソシエーショ
ンを組織して、障害者のための居住施設の建設
を進めようとしている。

Ｑ：働く障害者で一人暮らしの人はいますか。
Ａ：一人暮らしの人もいる。COpAPS には ２ つ

の居住施設があるし、またグループ・アパート
に住んでいる人もいる。

Ｑ：知的障害者の他に精神障害者も働いています
か。

Ａ：かつては精神障害者を受け入れたこともあっ
たが、基本は知的障害者のみである。

Ｑ：Ａ型のリハビリの人たちは何名ですか。
Ａ：１３名。現在 ４ 名が候補試験期間中。社会的協

同組合には専門化への傾向が見られる。CO-
pAPS は知的障害がメインであるが、他の社会
的協同組合には薬物依存者や刑余者を受け入れ

てもいる。

IL Monte（山の頂にあるレストラン「イル・モン
テ」）へ移動して説明を受ける
（ １ ）「イル・モンテ」周辺についてのロレンツォ

・サンドリ理事長の簡単な説明
この地域はもともと、貝殻が見かけられるよ

うに、海底が隆起して形成された山地であり、
それ故、この地域においては安定した水の確報
が難しく、ローズマリーやラベンダーなどハー
ブ種しか栽培されておらず、他の農作物を栽培
することができないでいる。１６００年代まではオ
リーブ油を生産していたとのことである。冬の
寒さは厳しく、２０１１年の冬季には「気温マイナ
ス１３度」・「積雪７０センチメートル」にも達した。
水道は引かれているが、畑地用の水は雨水であ
って、したがって、貯めた雨水を畑地にパイプ
で散水している。ここから少し離れた（下に見
える）畑地では、イノシシやシカに野菜を食い
荒らされる、いわゆる「獣害」が起きている。
ラディッキオ（苦みのあるサラダ野菜）やペペ
ロンチーノ（唐辛子）など美味しいところだけ
を食い逃げしている。

（ 2 ）レストランで改めてサンドリ理事長から
COpAPS に関わる私たちの質問とそれに対す
る説明と回答を受ける

＊サンドリ理事長はまず、COpAPS について簡
潔に、「COpAPS はCooperativa per Attivita 
Produttivo e Sociali［生産活動および社会的
活動のための協同組合］である」こと、次いで
「イル・モンテでは冬季の間、レストランは休
業するが、（親の送迎やボランティアの送迎バス
で通う）Ａ型デイサービスを実施する」旨につ
いて説明し、その後に私たちの質問に答えてく
れた。

Ｑ： COpAPS の設立に反対した（地域の）人た
ちはおりましたか。

Ａ： 特にいなかったが、むしろ「かわいそうな人
たちの施設に違いない」という認識がみられた。
最初に（地域の人たちに利用してもらう）「直売
所」を作り、地域のフェスティバルに参加し、
また地域の人たちを私たちのパーティに招待す
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るなど、地域および地域の人たちと密着するこ
とに努力した。

Ｑ：事業の割合はどのようですか。
Ａ：総事業高の５０％が地方公共団体など公的機関

による委託であり、残りの５０％が民間との契約
である。この点（民間との契約５０％という数字）
は重要である。

Q：イル・モンテを（事業の場所として）選んだ
理由は何ですか。

A：事業拡大を計画していたので、土地所有者に
空いている土地がないか尋ねたところ、使用し
ていない土地があり、そこに建物もあるとのこ
とだったので、それを借用し、建物を私たちの
手で改装した。「この土地に呼ばれた」というよ
うな実感があった。

Q：ボランティアは多数参加していますか。
A：社会的協同組合は、一般的には、カトリック

色が強いので、ボランティアは多い。しかし、
COpAPS には宗教色はなく、希望者（志願者）
のなかから必要な方を選ばせてもらっている。
例えば、年金生活者で建築技術を持っている人
など、あることを教えてくれることができる方
をボランティアとして活動してもらっている。
イル・モンテを増築してくれたのは、そのよう
な方です。現時点では COpAPS にボランティ
アのスタッフはいない。

Q：エデュケータと社会福祉オペレータ、「農業」
と「作業所」のどちらを重視しますか。

A：＊どちらを重視するということはない。Ａ型
にはエデュケータが ６ 名いる。一般の労働者（従
業員）１５名、社会福祉オペレータ １ 名、その他
に農業関係者がおり、総労働者（従業員）は正
確には５２名である。
＊ COpAPS とイル・モンテは注目を集めてお
り、イスラエルに紹介するので内容を教えてほ
しい、との問い合わせもあった。また農業に社
会サービスを採り入れるとの動きも生まれてい
る。これは農業活動を通して社会サービスを実
践する COpAPS の開始とは逆のプロセスであ
り、農業活動を実践している人たちが社会サー
ビス活動を採り入れるようになってきており、
農業分野での社会サービス活動の始まり、と言

ってよい。
＊Ａ型の活動にはラベンダー畑の手入れ、にお
い袋作り、生パスタの生産（週末レストラン用
に冷凍）、レストランの清掃、テーブルデコレー
ションなどレストランと結びついた活動を実践
している。
＊教育とのつながりについては、農業高校との
連携もあり、障害を持っている生徒もやって来
る。高校 ３ 年生までは義務教育（高校は ５ 年制）
であるが、その後の ４ 年次生あるいは ５ 年次生
が研修にやって来る（週 １ 回、年間１２０時間）。
その際、オペレータのグループが計画し、生徒
の両親、COpAPS の代表それに AUSL（アツ
ィエンダ・ウスル）の担当者とが協議し、生徒
の進路方向を話し合って決めていく。

Q：サンドリ理事長がこの「仕事」に従事するこ
とになった理由を教えてください。

A：私は、都市の出身ではなく山岳地方の出身と
いうこともあって、ボローニャ大学農学部に入
学するためにボローニャにやって来た。その当
時は徴兵制度があったので、私としては「良心
的兵役拒否」を選び、社会活動を実践するため
に COpAPS を訪れた。農業に関する知識を持
っていたし、また父が聾者であったことから社
会活動にも関心があったので COpAPS にやっ
て来た。したがって、私は設立時の組合員では
ない。

Q：先にグループ・アパートについて話題になり
ましたが、そこではどのような人たちがおり、
またその運営はどのようになされているのです
か。

A：＊ ３ ～ ４ 名の障害者を持つ住民に １ 名のエデ
ュケータが付く。アパートは約 ７ 名までで、そ
れ以上は居住施設に移り、カテゴリーが変わる
ことになる。バリアフリーなどの基準に対応し
なければならないからである。
＊プロジェクトのコーディネータがエデュケー
タであることが多い。実際には、グループ・ア
パートには社会福祉オペレータも一緒にいる。
＊運営サービスは社会的協同組合が提供してい
るケースが多いが、市が直接提供することもあ
る。ボローニャでは社会的協同組合が運営して
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いるケースが多い。
（＊最後に、サンドリ理事長は、EU の社会的基

金［European Social Fund: ESF］が２００６年よ
り東欧の新加盟国支援に廻されて、COpAPS へ
のESFが打ち切られてしまったことを私たちに
伝えた。ESF による資金移行、すなわち、支援
資金の打ち切りは、社会的協同組合のような非
営利・協同の事業体に対して、多かれ少なかれ、
影響を及ぼしていることの意味を私たちも複眼
的な視点を以て考えなければならないだろう。）

私にとって ２ 回目の訪問となったCOpAPSは、
１９９７年の訪問よりも畑も拡大し、温室もかなり近
代化され、充実しているように思えた。それだけ

に、今回の訪問でその実態の厳しさをサンドリ理
事長からお聴きして、COpAPS だけでなく、社
会的協同組合全体の更なる発展を私は心より念じ
るものである。イタリアにおける社会的協同組合
がヨーロッパ諸国の協同組合、とりわけワーカー
ズコープに与えてきた影響力を考えると、なお更
である。このことは、市民の社会的統合、すなわ
ち、「シチズンシップ」の実体にも影響を及ぼすか
もしれないからである。それでも、山の頂にある
レストラン「イル・モンテ（il Monte）」で食し味
わった赤ワインと羊の肉が COpAPS の実力を私
たちに知らせてくれているようで、いささか光明
を見たかのようであった。

COPaPS 本部外観 説明してくれたロレンツォさん ( 右）。左は通訳
の青山愛さん

レストラン「イル・モンテ」の看板 「イル・モンテ」前で
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イタリア、ミラノとボローニャの「社会的協同
組合」を視察する機会をえた。

私に身近な協同組合は二つ。
一つは、スペイン北部のバスク地方に展開する

モンドラゴン協同組合。
１９８７年最初に訪問した時は驚きの連続であっ

た。１９５６年、内戦後の荒廃した社会のなかでごく
普通の労働者たちがお金を出し合って小さな町工
場をつくり、協同組合として組織し、やがて増加
した１６０以上もの協同組合を群としてまとめ、農
業、機械工業、サービス、住宅、教育、消費生協、
金融機関として労働人民金庫、共済機関、大学ま
で持つにいたっていた。私は石塚秀雄氏とともに
それを可能にしたスペイン協同組合法を研究し、
『協同組合の拓く社会　モンドラゴンの創造と探
求』（１９８８年・みんけん出版発行）という書籍に載
せた。

一つは、私も組合員の一人でもある川崎医療生
活協同組合。

４ 万 ４ 千人余りの組合員がおり、川崎協同病院
と ８ つの診療所、１３の介護施設を経営し、年間延
べ ９ 万人の入院患者と３５万人余りの外来患者の診
療を行っている。日本に生協が経営する病院がい
くつもあることさえ知らない国会議員もいるらし
い。２００２年、「気管チューブ抜去・薬剤投与死亡事
件」を公表し、大いに世間の注目を集めた。

ところが、今回訪問したイタリアの協同組合は
「社会的協同組合」と呼ばれている。「社会的」と
は何じゃと思って参加した。

社会的協同組合は、社会福祉、保健、教育等の
サービスの運営を担う協同組合で、これはＡ型と
呼ばれるが、障害者を３０％以上雇う協同組合はＢ
型と呼ばれているそうだ。

最初に訪問したのは、ロンバルディア州・パウ
ロ市に１５年前発足し、老人ホーム、ミニアパート、
デイサービス、訪問サービスを手がけているＡ型
の社会的協同組合。

建物はパウロ市から借りており、４８０人の協同組
合員がフルタイムで働き、知的障害者も受けてい
た。費用が高めということで待機者なし。８０年代
に協同組合運動を始めたというアントニオ医師が
代表者のようだ。

次に訪ねたのは、ボローニャ市のカトリック系
の協同組合が１９９３年設立した老人ホーム。

組合員はわずか ９ 人で、教会と関わりの深い医
師、弁護士、エンジニア、銀行員など。教会の教
区が中学校だった建物を所有し、改装費は州が負
担し、隣に教会付属の幼稚園がある。従業員は４５
人で、５９人の老人を収容するが、その ３ 分の ２ は
市の社会福祉公社から来ており重度の人が多い。
３ 分の １ は施設が決定する。 １ 日８０ユーロで、年
金では払えない場合は家族の援助か市が負担する
そうだ。

ボローニャ市は高齢化が進み、出生率は低い。
施設は十分にあるが、民間施設は費用が高いので、
むしろ自宅で移民などの介護士を雇うことが多い
らしい。

同日、エミリアロマーニャ州で ５ 指に入るとい
う大きなＡ型の社会的協同組合が経営する障害者
用居住施設を訪ね、１９９７年から居住している障害
者のニコラさんに案内された。

協同組合設立時、銀行財団からの補助があった
そうだが、従業員は２７００人で、その９０％は協同組
合員、生産高は６６００万ユーロ（２０１２年）。

０ ～ ３ 歳児の幼児教育、　学校に対し障害者の
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二上　護
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サポート要員の派遣、　成人サービスとしてのホ
ームレスの夜間だけの収容、ジプシー（ロマ族）、
不法滞在者、失業者、アルコール中毒患者などの
支援、身体障害者と知的障害者支援、家庭への援
助やデイサービスなどを行っている。

８０％が入札によるボローニャ市からの委託契約
だが、常時の補助金はないが、プロジェクトによ
っては補助金がある。経費の７０％は人件費、国の
財政難で費用の支払が遅れ銀行からつなぎ融資を
受ける必要があるそうだ。

市場で生き残るためには競争力が必要で、難し
い状況があるという話が印象的だった。

次に、２０１１年に開設したという１５１床をもつ高齢
者介護施設を訪ねた。ここは、創業者一家の祖父
が１９２０年代にホームレスの支援を始めた事業体
だ。市場の需要により事業は変化し、現在、ボロ
ーニャ市内に、１８０床で長期入院が可能な精神科と
リハビリ病院を ３ つ、ここの高齢者介護施設、在
宅に返すための施設を経営しており、アルツハイ
マー、認知症のセクションには一戸建ての建物と
集合住宅もある。

職員は６００人おり、医師はコンサルタントも含む
と１００人、年間売りあげは３０００万ユーロに及ぶ。

今はここで働くが４０年間公的病院で働いてきた
医師は、この施設で働く理由として医師を大事に
しているためだ、（宗教団体、民間、公立に比べ
て、協同組合運営の施設はどうかという質問に対
し）運営がどこかは問題とならない、スタッフの
チームワークが大切だと語った。

１９９９年、認知症患者の治療について、エミリア
ロマーニャ州でプロジェクトを結成し、ネットワ
ークをつくり合理化して無駄を省き効率的なサー
ビスを提供しているそうだ。総合内科、専門セン
ター、病院、居住施設が効果的に提携することが
大切で、総合内科で早期発見し、薬物治療し、老
人病専門の医師がみる専門のセンターが付加価値
をつけるという。

老人施設をとりまとめている責任者は、民間施
設、協同組合、宗教団体、公立で働く職員が非公
式に集まり、意見交換し、ボローニャ市に要望を
出しているそうだ。

モデナ県・ラバリーノ市にある社会的協同組合
（コンフコープ・エミリアロマーニャ支部に加盟）
が運営する障害者施設を訪ねた。 １ 階がデイセン
ター、 ２ 階が作業所で、市と地域の社会福祉課と
連携しており、障害者が送られてくる。

デイセンターに通う障害者は ９ 人で障害の程度
はさまざま、作業所は精神障害者 ７ 人が通ってい
る。施設の計画書、障害者ごとの個人教育計画を
作り、６ ケ月、１ 年ごとに評価し、家族と共有する。

五感をとぎすます、色を使い視覚、触感を養う、
身近なものを使う、年 １ 回演劇をすることを重視
している。

協同組合は居住施設も運営している。１５００人の
労働者は全員協同組合員であり、資格をもってい
る人を中心としており、売上は年３９００万ユーロに
及ぶ。

その後、カステルフランコ市にある成人障害者
の施設も見学した。待っていた市長が、障害者を
もつ家族の負担は大きい、市が負担を共有して家
族の負担を軽減し、障害者も交流し、能力を高め
るのだと挨拶した。

この施設全体では障害者３００人位をみているそ
うだが、障害者の作業所では、企業への就職が最
終目的の職業訓練、すなわちいずれ職業につける
ために段階的に可能性を追求するグループと、リ
ハビリ中心で自立性を高めるためのグループがあ
り、１８歳から５０歳の１７人が通っていた。

地区の３０の企業が２９人の障害者を採用してお
り、職業訓練コースは、研修から実習そして雇用
へと結びつけ、雇用してからも雇用が安定するよ
うエデュケーターがつくそうだ。その実現のため
には協力が必要で、作業ができるだけではなく、
同僚、上司とのつきあいも大切で、仕事をする喜
びの動機付けを与えるのが大切だが、全員が就職
できるわけではないという。

視察の最終日、日本にも紹介されている障害者
も雇っている農業協同組合の農場とその経営する
丘の上のレストランを見学し、レストランで豪華
な昼食をいただいた。

この協同組合は、１９７９年誕生し、農業活動を通
じての障害者教育を実践してきたが、２００１年社会
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的協同組合に組織変更した。Ａ＋Ｂ型の協同組合
である。

理事長のロレンツォ・サンドリさんは、自分は
設立組合員ではないが最古参の組合員であり、父
は耳が聞こえなかった、山岳部の出身で、ボロー
ニャ大学農学部時代この活動を知り、軍隊、軍事
力反対のため兵役につかず、ここで働きだしたと
自己紹介した。

ここは、COpAPS というが、その意味は「生
産と社会的活動のための協同組合」であり、農作
業を通じての障害者の教育のパイオニアとなっ
た。障害者に身をもって憶えさせる、作業させな
がら情報を与えることを実践しており、生産可能
な土地は３０ヘクタールある。

Ｂ型の社会的協同組合は、法律上、最低３０％以
上の障害をもつ者を雇わねばならないが、ここは
３６％だそうだ。

従業員５０名のうち組合員は３２名で、雇用してか
ら関係がよい場合 ２ 年位で組合員として受け入れ
る。組合員は責任が増えるが、働きやすい環境を
作っていこうという目標を掲げている。

組合員のうち、出資組合員は１６名で、一人５００ユ
ーロ程度であり、その ３ 割は障害者の親、 ５ 割は
以前働いていた人、２ 割は昔からの共感者である。

この協同組合の最大の目的は障害者を労働に参
加させることにあり、自治体に対し、経済的援助
は求めないが、仕事をまわして欲しいと要望して
いる。

農作業は知的障害者にむいているが、もってい
る能力に違いがあり、一人一人に対する計画が必
要で、それぞれにあったポジションに置くことが
大切である。

Ｂ型の活動領域は、有機野菜・果物、植木の栽
培と販売、市からの委託が多い公園・墓地・庭の
整理草刈り・植え込み、他の協同組合とともにし
ている分別ごみステーションの運営であり、年間
１３０万ユーロを売りあげている。

Ａ型は障害者に対する教育サービスを提供して
おり、地域の保健医療公社から年４０万ユーロの補
助金を得ている。

丘の上のレストランは見晴らしがよく、ラベン
ダー畑が広がっていた。しばし散歩した後、知的

な障害もつ子どもたちも参加して作ったピザやパ
スタを、ワインとともにゆっくりといただき、豪
華なランチを楽しんだ。

イタリアに何千とある社会的協同組合のうち大
小の数カ所を視察したにすぎないが、それでもそ
の多様性と共通する特徴が浮かび上がった。

行政・公的資金との深い関わりのなかで作られ
た施設、カトリックの影響のもとに作られた協同
組合、資産家と思われる一家が創業した病院、独
特な障害者の教育活動の結果としての協同組合な
ど、その生い立ちはさまざまであり、高齢者や知
的・身体障害者が対象の中心であるが、ホームレ
ス、ジプシー（ロマ族）、失業者、アルコール中毒
患者にまで及んでおり、いずれも社会において生
活しにくい人々に対するサービスの提供という面
で共通している。

イタリアにおいて社会的連帯協同組合として協
同組合運動が発展し始めたのは、新しい貧困層と
いわれる高齢者、障害者、子どもなどの出現が認
識され始めた１9７０年代末からだというから比較的
最近のことだ。

最初はカトリックの権威によって協同組合の位
置付けが確実にされたが、国際協同組合同盟の第
２７回大会（１９８０年）の「西暦２０００年における協同
組合」（通称レイドロー報告）に大きく影響を受
け、左派系のナショナルセンター・レガも協同組
合運動に取り組みだした。

レイドロー報告は、当時の世界の協同組合運動
は「思想上の危機」という第 ３ の危機（第 １ の危
機は協同組合の存続そのものの危機、第 ２ の危機
は経営上の危機）に直面しているが、それは協同
組合運動の目的が不明確になり、最大限の利益追
求を目的とする私的な資本主義企業とは異なる事
業体としての独自の役割があいまいになっている
と指摘した。

これに影響を受けたと思われるのだが、レガは
「新しい協同組合」として、「差別なき生産・労働
の協同組合」すなわち社会的に不利益を被ってい
る人々の労働を通じての社会参加を目的としての
運動を展開した。

こうした運動が相まって、１９９１年に「社会的協
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同組合に関する法律」が成立した。
社会的協同組合は、「市民の、人間としての発達

および社会参加についての、地域の普遍的な利益
を追求することを目的」とすると定義され、その
目的のために、社会サービスの供給を目的とする
Ａ型と、ハンディをもつ者の労働参加の促進を促
すＢ型が定められた。

イタリア憲法は、第 １ 条において、「イタリア
は、労働に基礎を置く民主的共和国である。主権
は、人民に属する。」という独特と思える規定から
始まるが、第４５条は「共和国は、相互性の性格を
有し、私的投資の目的を有しない協同組合の社会
的機能を承認する。法律は、最も有効な方法によ
り、その増加を推進し、助成し、および適当な監
督により、その性格と目的を確保する。」とあり、
協同組合を重視する姿勢を明確に示している。

この憲法と９１年成立の法律により、社会的協同
組合の大切さが広く認識され、行政の援助と公的
資金の投入も進められてきて、イタリアにおける
社会的協同組合の今日の姿があると思われる。

日本の協同組合は、川崎医療生協もそうである
ように、「利用者の相互扶助」を目的としている
（先進国中、唯一遅れている状態なのだ。）のに対
し、モンドラゴン協同組合グループを可能とした
スペインの協同組合法は、資本と民主的管理をも
って企業活動を展開することを目指して制定され
ている。

これらに対し、イタリアの社会的協同組合法は、
社会的弱者、貧困層の救済、「地域の普遍的な利益
を追求することを目的」としているのだ。

私は、この視察を通じて、あるべき協同組合運
動の発展と非営利・協同の運動と組織の発展を願
わずにはいられなかった。

最後に、イタリアの歴史について勉強している
なかで、『イタリア抵抗運動の遺書』（冨山房百科
全書・１９８３年出版）を知り、ミラノのドゥオーモ
の近くでは抵抗運動での死者の名前を刻まれた碑
を見学した。

『イタリア抵抗運動の遺書』は、原題を直訳す
ると「イタリア・レジスタンス刑死者の手紙（１９
４３年 ９ 月 ８ 日～１９４５年 ４ 月２５日）」である。

１９４３年 ９ 月 ８ 日、イタリアと連合軍が休戦協定
を発表後、連合軍がイタリア南部を占領下におい
たが、ドイツ軍がナポリから北の地域を占領し、
ムッソリーニは北イタリアのサロに政権を置いた
のに対し、反ファッシズム諸政党が国民解放委員
会を結成し、市民の間でドイツ占領軍とファッシ
ズムに対する抵抗運動が始まった。

「遺書」は、この戦いに立ち上がった様々な人
々がファッシストやドイツ軍につかまり処刑の場
に向かう前に、家族にあてて書いた手紙などで残
され得たものをつづっている。

その２０１名の年齢層、職業はまさに多様である。
１７歳から６３歳、早くから抵抗運動に立ち上がっ

た社会党・共産党員もいれば、１９４３年 ９ 月 ８ 日に
パルチザンに入った者もいる。

町役場助役、裁判所書記官、事務員、学生、主
婦、教員、弁護士、医師、聖職者、技師、さまざ
まな工員や職人、商人、店主、店員、農民など。
警察官と憲兵、陸軍・海軍の職業軍人までいる。
逮捕後拷問を受けた者も多い。

驚くべきは、いずれの手紙も家族への深い感謝
の言葉で始まり、落ち着いた静かな気持ちで、正
当な行動をとったという信念のもとに死を迎えよ
うとしていることが切々と表明されている。

「祖国を愛した！そのことを唯一の罪であると
いう名誉を、私はきみに遺していこう。」、「おまえ
のパパは正義と平等という理想のために死刑を宣
告された。」、「ぼくは最後まで自分の義務を果した
ことを思い、ひとつの理想に、すなわち祖国に、
いっさいを捧げた自分の行為についていささかの
悔いもなく、死んでゆきます。」などなど。

私は、たまたま病院のベッドのなかでこの本を
読み出したのだが、疲れにもかかわらず読み続け
たいという気持ちを押さえきれなかった。

思えば、日本社会はこのような遺書をもち得な
かった。戦後のイタリアの社会はこの苦しみと喜
びの上に築かれてきたと言ってよい。イタリアに
ついて報道される政治の混乱とは別の次元で、そ
れはイタリア社会のなかに脈々と生き続けている
のではないかと思う。

帰国後、私は何人かの友人にこの本を勧めた。
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私たちは、２０１３年１０月３１日午後、人口約 ７ 万人
のボローニャ市ナヴィレ区における地区の運営、
保健医療、社会福祉サービス政策などについて、
マッシモ・ペロン Massimo Peron 副区長（Vice-
presidente del Quartiere Navile）、アンドレア
・クッツァーニ Andrea Cuzzani ナヴィレ区運営
・管理責任者（direttore del Quartiere Navile）、
ダニエレ・アーラ Daniele Ara 区長（Presidente 
del Quartiere Navile）より、区議会議場で説明
を受けた上で、質疑応答を行った（写真 １ ）。本稿
はその結果について報告する。

地域の社会的計画 piano sociale di zona
「地域の社会的計画 piano sociale di zona」

とは、法律３２８号「社会福祉の統合的システム実現
のための枠組み法」によるもので、その第１９条で
は「行政は、ASL（地域保健公社／元州立病院）」
および第 １ 条 ４ 項に示された諸主体との協働の形
態を明確化するものとする」と規定している。第
１ 条 ４ 項には、次のように示されている。

「行政（州・国）は、関連分野において、国が
契約、協定、合意をかわした、社会的目的のため
の非営利組織、協同組織、アソシエーション、協
会、財団、ボランティア組織、宗教団体が、福祉
サービスの供給のための統合的システムの計画策
定、組織化、運営において有している役割を認識
し、支援するものとする」と。

すわなち、同法においては、社会福祉分野にお
けるサービス提供の重要な担い手として市民社
会、特に非営利セクターを位置づけた上で、それ
らが単にサービス提供（運営）にとどまらず、地
域における「計画の策定」と「組織化」すなわち
ネットワークづくりも担うとした。

各州では、州法で「参画」のあり方を具体的に
規定した。エミリア・ロマーニャ州では、２００３年
に州法 ２ 号「社会福祉の統合的システム実現と社
会的市民性（cittadinanza sociale）の促進のた
めの法律」の２０条第 １ 項で、「州および地方公共団
体は、社会的領域における、自治的市民社会組織
（特にボランティア団体、社会的協同組合、社会
的目的を有したアソシエーション）の経済的・社
会面にわたる役割と重要性を認めるものとする」
と規定した。

写真 １ 　区庁舎

写真 ２ 　説明するマッシモ・ペロン Massimo 
Peron 副区長（写真左）

イタリア視察報告書

ボローニャ市ナヴィレ区の
「地域の社会的計画 piano sociale di zona」

――地区の運営、保健医療、社会福祉サービス政策――� 小磯　明
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１ ．マッシモ・ペロン Massimo Peron
副区長（Vicepresidente del Quartiere 
Navile）による区の政策の説明

ナヴィレ区の副区長のマッシモさんは、副区長
であるとともに社会福祉政策のコーディネーター
でもある（写真 ２ ）。はじめに区と区の政策につい
て簡単に説明を受けた。

ナヴィレ区のコミュニティのための社会福祉
ナヴィレ区はボローニャ市に属しており、ボロ

ーニャ市にいくつかある区のうちの １ つである。
区では、区内の市民向けサービスを提供している
施設の管理運営をしている。ナヴィレ区には約 ７
万人の住民が住んでいる。特徴としては、やはり
高齢者が多いということ、そして移民の方が多い
ということで、移民の方が多く入ってきているこ
とで近年小さな子どもが増えているということで
ある。この経済危機の状況にあって、ナヴィレ区
の住民からは社会サービスのニーズが高まってい
る一方で、経済危機の影響で市なり区なりが経済
的に苦しい状況にある。

そのため、いかに限られた資金の中で、どのよ
うに効果的に住民のニーズに応えてゆくかを考え
なければならない。それを踏まえて立てた政策方
針というのが、ナヴィレ区の「コミュニティのた
めの社会福祉」ということである。

区だけがサービス提供の主体となって社会政策
を行っていくということではなく、区に存在する
社会的主体、例えば社会的協同組合のような区に
代わって社会的なサービスを提供できるような組
織を有効に活用することによって、住民のニーズ
に応えていこうと考えている。

区が直接サービスを運営していくというより
は、区はサービスの計画・政策・方針をつくって
いくことに重点を置いて、それに沿って区内に存
在するサービス提供の主体、個人などの組織を動
かしながら、うまくサービスを運営していこうと
区では考えている。市や区の地方公共団体と民間
の組織が協力することによって、サービスを提供
していくとともに、ボランティア活動も積極的に

行っていく方向に持っていこうと考えているそう
である。

区内にある主体をどんどん発展させてゆくこと
を支援していくことと、お互いに意見交換を行っ
ていくこと、もっと具体的にいえば、問題に対応
していくために区に存在するボランティア団体で
あったり社会的協同組合であったりという主体を
うまくネットワーク化して、住民のニーズに応え
ていくということである。

具体例を挙げると、高齢者にとってはやはりボ
ローニャも夏がとても暑いので、老人だけの一人
暮らしというのは非常に大変なわけで、バカンス
に行かない高齢者の方に少しでも街の中で楽しん
でいただくということで、（訪問した）建物の １ 階
にある社会センターで色々な活動を行っているそ
うである。高齢者が家の中で一人で引きこもるの
ではなく、社会センターのようなところに来て、
色々な活動に参加したり色々な人と話をしたりし
て、夏を過ごすプロジェクトもあり、区のオペレ
ーターとボランティア組織の方たちが一緒になっ
て高齢者に対する活動を行い、一部はボランティ
ア団体に区から補助金を出して協力をお願いして
いる。

市民参加の方法
市民は、個人もしくは同じような考えを持つ市

民とグループをつくることによって、区の政策・
計画に意見を表明することができる。それはどう
いう形で行われるかというと、それぞれのテーマ
ごとに、例えば社会福祉であったりスポーツであ
ったり都市計画であったり、各委員会がある。そ
の委員会の会合はどのテーマの委員会かによって
開催頻度が変わってくる。一番活発に行われてい
るのが都市計画委員会であって、ほぼ １ カ月に １
度くらい集っている。そこで、区の代表と市民が
話し合う場がある。ほかの社会福祉やスポーツの
委員会というのは、年にだいたい ４ 回から ６ 回く
らい会合を行っており、定期会合だそうである。

それ以外に地区議会 Circoscrizone でとくに住
民に非常に関係のあるテーマについて話し合われ
るときには、いわゆる公聴会が設けられ、住民が
来て自由に意見を述べることができる。毎年の予
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算の承認のときには必ず公聴会が行われている。

２ ．アンドレア・クッツァーニ Andrea 
Cuzzani ナヴィレ区運営・管理責任者
のサービス提供の仕組みの説明

ボローニャ市の人口の推移

表 １ 　ボローニャ市の年齢階級別住民数の推移
（２００７～１２年： ６ 年間）

（資料）Il Comune di Bologna，２０１３．より作成。

表 ２ 　ボローニャ市の年齢階級別住民数の構成
割合の推移（２００７～１２年： ６ 年間）

（資料）�Il Comune di Bologna, 2013．を加工して筆者
が作成。

マッシモ副区長の話はここでいったん終わり、
実務部門の責任者のアンドレア・クッツァーニさ
んより説明を受けた。

まず彼は、２００７年から２０１２年までの年齢別の住
民数の移り変わりについて説明した。

表 １ はナヴィレ区だけではなく、ボローニャ市
の年齢階級別の住民数の推移である。それをみる
とわかるように、２００７年の総人口は３７万２，２５６人だ
ったのが２０１２年には３８万５，３２９人の１．０３倍になっ
ている。とくに ０ 歳‐１４歳は１．１２倍に増えている
が、４５歳以上の年齢層は１．０２倍、その中でも「６５

歳以上人口が非常に増えてきている」と彼は述べ、
「これは寿命が伸びているということでイタリア
全体の傾向でもあります」と述べた。

しかし、筆者が改めて数値を計算しなおしてみ
ると、６５歳以上人口は２００７年の１００，４７８人から６８５
人減少し２０１２年では９９，７９３人（９９．３％）になって
いる。２０１１年と２０１２年には（ａ）の印がついてい
ることから、統計データの取り方の変更が推測さ
れるが、例えそうであったとしても表 ２ の年齢階
級別構成割合の６５歳以上人口の割合は、２００７年と
２０１２年では２６．９９％から２５．９０％へと１．０９ポイント
減少している結果となっている。４５歳以上人口の
構成割合についても、５３．２８％から５２．７０％へと０．
５８ポイント減少している。増加しているのは ０ 歳
‐ １４歳の構成割合で、２００７年の１０．４７％から２０１２
年の１１．３２％へと０．８５ポイント増加している。これ
は、マッシモさんの話から移民の子どもたちが増
えている結果と推測できる。

社会サービス提供の一般的な仕組み
例えば社会福祉に関してみると ３ つの段階があ

るという。一番初めに政策をつくる、政策方針を
固める。 ２ 番目に、実務責任者が実際の計画とい
うものをつくる。最後に、その計画に沿ってサー
ビスを提供する、もしくは補助金を出すという行
動がある。

社会福祉政策はイタリアでどのように行われて
いるのか。国は指針を出すけれども、最終的に社
会福祉に関しては州に分権がなされているので、
実際に実行法をつくるのは州になっている。その
下に県が存在していて、 ３ 年間の地域計画がつく
られる。そのさらに下の実行部門として、ボロー
ニャ市があるわけである。

一番上にあるのが地区議会で、市長とその地区
のアチエンダ・ウスル（地域医療公社）からなっ
ている委員会である。その下にボローニャの場合
はボローニャ市で一つの地区になっているので、
その下にボローニャ市しかないけれども、周辺に
関しては地区というのが ２ つとか ３ つの市が一緒
になってやっているので、その下はコムーネと市
が複数になっている。けれどもボローニャの場合
はボローニャ市だけである。そこで、市の社会福
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祉サービスを市が行っているものがあり、それと
は別にボローニャのアチエンダ・ウスルが行って
いる社会医療サービスというのがある。実際その
社会サービスがどのように供給されているかとい
うと、まったく公的に直接供給されている場合も
あれば委託契約という形で協同組合などが供給し
ている場合もあれば、まったく民間の機関から供
給される場合もある。

コムーニ Comuni、ディストレッティ Distretti
と書いてあるところが、いわゆる政策部門、その

下のセルビチ・ソチアーリ・コムナーリ Servizi 
sociali Comunali は市から供給される社会福祉
サービスとアチエンダ・ウスルの社会医療サービ
スが計画部門になって、実際の供給部門はその一
番下になる（写真 ３ ）。

これは一般的なモデルなので、一般的なモデル
の場合は普通は １ つの地区というのは複数の市か
らできている。だがボローニャの場合は規模が大
きいのでボローニャ市になる。つまり、ボローニ
ャ市の場合にはディストレッティDistrettiだけで
いいということである。

写真 ３ 　社会サービス提供の一般的なモデル

Reallzazione del PAI（リアリツァツィオーネ・デ
ル・パイ）までの社会サービス提供の流れ

具体的にどのようにサービスが供給されるかと
いうと、「まずある住民が、私にはこういうことが
必要です」というニーズがあったとする。その人
は区にある社会窓口（スポルタンテ・ソチャーレ）
というところに行き、「私はこれこれこういう状況
なんですけれども、どうしたらいいでしょう」と
相談にいく。そうすると、そこで、情報をもらっ
たりコンサルタントからのアドバイスをもらった

りする。実際にその状況の判断を行うのは社会福
祉課になる。社会福祉課のところでその判断を行
って、「パイ PAI」という、その人にあった個人の
支援計画が作られる。その支援計画が作られた時
点で、そこにかかれたサービスをどこがどういう
形で提供するかが、一番右側の Reallzazione del 
PAI（リアリツァツィオーネ・デル・パイ）とい
うところになる（写真 ４ ）。

６ カ月ごとに見直しがあるが、状況が変わった
とかニーズが変わったとかいうことになると、ま
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た個人計画を作り直して、また個人計画に沿って 別のサービスが供給されるという流れになる。

写真 ４ 　Reallzazione del PAI（リアリツァツィオーネ・デル・パイ）までの社会サービス提供の流れ

（写真 ３ に戻ってみると）これが社会福祉サー
ビスにかかわっている公的な主体ということで、
ボローニャ市の場合は区とボローニャ市の社会福
祉課になる。その下が、ボローニャのアチエンダ
・ウスル（ボローニャの地域医療福祉公社）であ
る。その下がASP（Aziende Pubbliche di Servizi 
alla Persona）といって、これは「対人サービス
を供給する公社」である。

社会窓口の中のサービスは ３ つのテーブルに分
かれている。 １ つは未成年と家族、もう １ つは青
年なので１８歳以上の大人の人がかかえる社会的サ
ービス、 ３ つ目が高齢者と障害者である。

区の中には、はじめどういう問題があるのかと
いうことを聞いてくれる受付の窓口と、それを実
際に解決にもっていく社会福祉課と、 ２ つのセク
ションが存在する。

対人サービスを供給する公社が何をやっている
かというと、老人に対する居住施設＝老人ホーム、
老人を対象としたデイセンター、それから老人の
在宅介護、それと企業内保育園の ４ つの仕事をし

ている（写真 ５ 、 ６ 、 ７ ）。
別の ASP（対人サービスを供給する公社）で

は、高齢者とか小さな子どもとか高齢者でない青
年を対象としている。例えば、今まで刑務所に入
って出てきた人へのサービス、移民のためのサー
ビス、ホームレスの居住施設、夜間の収容施設、
左の下の ２ つのみが老人ホームと老人のデイセン
ターなので、先ほど見た ASP と重なるけれども、
あと新しい貧困層のためのプロジェクトというも
のをやっている。刑務所からの出所者の年齢は１８
歳以上である。未成年の場合は別である。

ASP：Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
（対人サービスを供給する公社）の仕組み

実際には人に対する公社が提供するサービスと
いうのは ３ 種類ある。最初に見た ASP というの
が高齢者専門で一部保育園が入っていたけれど
も、そうではなくて次の ASP は青年層、大人に
対するサービスが主、 ３ つめの ASP は子どもと
幼児と未成年が対象のものである。子どもと家族
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写真 ５ 　おもに高齢者向けの ASP

写真 ６ 　青年・１８歳以上の大人がかかえる社会的サービスを行う ASP
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の支援のためのセンターとか教育サービスである
とか、家族に色々問題がある未成年者のための居
住施設であるとか、そういったことをやっている。

社会福祉サービスの流れはアチエンダ・ウスル
から来る流れと、市の一般的なサービスとで ２ つ
のルートがある。それはサービスの種類によって
違うのか、財源的なものであって、まとめて市と
して提供するようになっているのだろうか。

再び写真 ３ をみると、真ん中に白い部分とグレ
ーの部分とがある。白い部分は純粋に社会的な性
格をもっているサービスが市から供給される部分
で、白い AUSL の部分というのが医療関係のサー
ビスでアチエンダ・ウスルから供給されているサ
ービスである。グレーの部分というのはそれらが
重なっているもの、社会福祉医療サービスという
のはきちんと分けることができなくて、両方が協
力して行っているサービスである。

財源的な意味か、それともサービスの種類なの
かという疑問がある。グレーの部分というのは、
そのサービスをどのように提供していくかという
ことを両方で一緒に計画を決めるのであって、社

会性が強いか医療性が強いかということで５０％対
５０％の経済負担になったり、４０％対６０％の経済的
負担になったりするということである。窓口は、
あくまで区の社会窓口である。

純粋にこれは社会関係とか、これは医療関係と
わかっている場合はアチエンダ・ウスルの窓口に
行ったり、社会窓口に行ったりする。だいたいそ
れが両方混ざっているケースの場合にはどっちに
いってもいいけれども、社会窓口に行くことが多
いそうである。その場合でもお互い連携している
のでうまくいくという。

もちろんアチエンダ・ウスル（地域医療公社）
は公的な機関である。基本的に、医療関係のサー
ビスが多いけれども、中には知的障害をもってい
る子どもとか言語発達障害をもっている子どもの
ケースの場合には、社会的なサービスも提供する
こともできる。だから純粋に医療サービスだけで
はないということである。

高齢者を見守るコミュニティの仕組み
「日本では一人暮らしのお年寄りの方が亡くな

写真 ７ 　未成年と家族向けサービスを行う ASP
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る孤独死というのがあります。そういうことはこ
のシステムでは起こっていないのですか」と質問
をした。

答えは、「そういうケースもないこともない。け
れども数は多くない。文化的な背景が大きいんだ
と思いますが、ボローニャの場合には昔から助け
合い精神ということが強く言われていて、社会セ
ンターがありますね。で、やっぱり社会センター
なども老人の方がたくさん集まってきて、色々お
しゃべりをしたりとかカード遊びをしたりとか毎
日毎日集まってくるんですね。そうすると誰の顔
がみえないと「アレッ、どうしたんだろうね」と
いう話になって、「じゃあ、ちょっとお家にいって
みるか」と、非公式な形での人間関係がまだつな
がりがあるんで、そういう意味では役に立ってい
る」とアンドレア・クッツァーニさんは述べた。

教会などにくる高齢者も多いわけで、そうする
と、教会のイベントなどで来る高齢者も教会に来
る人たちと深い人間関係があるそうである。あと
やっぱり近所付き合いがあり、周りの方が老人の
一人暮らしなどをしている場合には心配してくれ
ているなど、まだボローニャの場合にはコミュニ
ティが機能しているので、比較的そういうケース
は少ないそうである。

引きこもり防止の役割をする社会センター
とくにボローニャ含めエミリア地方では、社会

センターがわりと発達していて、それがイタリア
全土に広がっていって、現在はイタリア全土に社
会センターがある。ボローニャの場合には、市が
所有するが使っていない建物を、老人達の集まり
に普通は無料で貸してるところが多い。しかしそ
の運営は老人のグループで、自分たちでやってい
かなければならず、光熱費とかは自分たちで活動
してお金を集めて払っていかなければならない。

例えば、みんなで旅行に行くこともあるけれど
も、ダンスパーティを開いたりバザーを開いて、
色々な自分たちが活動の中でつくったものを売っ
て資金にしたりとか、あとはバールを経営してい
るところも多い。バールを経営している場合には、
街中のバールより安い値段で提供しているので、
人が集まるという。

あとはビンゴ遊びをして、みんなで景品を当て
ることをやったりしている。社会センターの組織
で働いている高齢者の方はみなさんボランティア
でやっているけれども、未亡人の高齢者とか（イ
タリアの場合も女性の寿命がかなり長いので未亡
人になる確率が高い）、そういう高齢者が一人で家
にいるのではなくて、午後になると集まってきて、
同じような高齢者たちと話をしたりとか、男性は
だいたいカード遊びをしたりする人が多いそうで
ある。そういうことで、老人の引きこもりを少な
くしようということをナヴィレ区でもしているそ
うである。

高齢者の年金
イタリアの老人の年金は平均いくらだろうか。

正確なデータは調べないとわからないが、だいた
い年金の最低額というのは５００ユーロだそうであ
る。日本のようにサラリーマンの年金のようなも
のは存在しないので、完全に正規雇用の形で働い
ていて、ある程度の一定年数の年金を納めた人で
ないともらえない。将来的には年金をもらえる人
はほとんどいないんじゃないかといわれるくら
い、かなり赤字で厳しい状況になっているのがイ
タリアの年金事情である。昔は年金に入る前にも
らっていた給料がベースで年金が決まっていた
が、今は何年間いくら年金を納めたか、積み立て
たかがベースになって年金額が決まるようになっ
ている。

高齢者のケア
「病院ではなくて、在宅死の率はどれくらいだ

ろうか。そして、認知症の高齢者へのケアはどの
ようになっているだろうか」と質問が出た。

答えは、「在宅で亡くなる方の数もパーセンテー
ジもわからない」ということである。傾向として
は、「できるだけ老人の方は家で最期を迎えさせて
あげよう」という傾向はあるが、人数、パーセン
テージは不明である。

認知症の方に対するサービスというのは居住施
設になる。公的な介護施設と民間のものと委託契
約しているものとか、色々形態はあるけれども、
そういう施設でサービスを提供している。公的な
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施設の場合には、補助金がでるのでそれだけ家族
本人の負担が少ないので、入所したい希望者が多
くてウェイティングリストがある。最低年金しか
収入がないような高齢者の場合には１００％公的な
資金で施設の費用を払っている場合もあるし、あ
る程度の年金をもらっている場合には一部負担と
いう形でその不足分を州が負担するという形をと
る。それ以外に在宅介護という形のサービスもあ
る。

やはり生活様式が変わってきたということはあ
るものの、ボローニャの場合には共働きが多いけ
れども、それでも家族がそういう認知症の高齢者
の面倒をみていることがこれまでは多かった。し
かし、現在の経済危機の状況で二人とも働かなけ
れば生活していけない状況があるので、面倒を見
たくても家では面倒を見られないという状況がで
ている。その一方で、やはり公的資金がどんどん
削減されているので、こういう公的機関としても
全員にそういうサービスを提供できる余裕がな
い。だからどうしても所得が低い人が優先になっ
てしまうので、本当に所得の低い人の層しか実際
にはサービスが受けられない実情がある。

そこで、東ヨーロッパから入ってきた女性たち
が住み込みで老人介護に当たっているケースが非
常に多い。その場合は、その家族と直接契約を結
んでそこに住み込んで働いている。数が非常に多
くて、今も増加傾向にあるので、それを公的機関
としてはどうしていこうかということがある。そ
の人は、自分の国では老人介護の経験はあるかも
しれないけれども、イタリアではもちろんないわ
けで、イタリアに来てそういう仕事を始める人も
もちろんいるわけで、文化も違うので「おばあち
ゃんがスパゲッティが食べたいわ」と言っている
のに、スパゲッティの作り方を知らなくてスパゲ
ッティがでてこないとか、話がうまく通じないと
か、そういうことがあるので、できるだけそうい
う人たちにもっとプロ意識をもってもらおうと、
質のいいサービスを提供してもらおうと、ASP の
中に「人の人に対するサービスの公社」があり、
そこでそういう人たちを対象とした、介護のスペ
シャリストを育成するための人材研修を行ってい
る。

社会窓口に来る青年の増加
「青年の失業率が決して低くないと思うが、そ

んな中でホームレスが増えてきたりとか犯罪が増
えてきたりとか、あるいは自宅に引きこもったり
とか、そういう青年の状況をどのように把握して
いるかということと、それから青年に対する福祉
サービス、それをどのように展開しているのか」
と質問した。

ダニエレ・アーラ Daniele Ara 区長（写真 ８ ）
は、「ヨーロッパで経済危機の状況が起こってい
て、だからボローニャでももちろんそういう状況
は起きています。したがって、そういう非常に問
題を抱えているご家族の方も増えてきているし、
資金難でそれに対するニーズを提供する側として
もすごく困っています。だからこそ、公的機関と
民間との協力関係が必要なのです」と述べた。

写真 ８ 　ダニエレ・アーラDaniele Ara区長（中央）

アンドレア・クッツァーニさんは「やはり社会
窓口に来る方が非常に増えている」と述べ、それ
は高齢者が増えているのではなくて、青年とか若
者とかで社会窓口にどうしたらよいだろうかと相
談に来る人が非常に増えているそうである。

写真 ９ をみると、ナヴィレ区の６５歳以上高齢者
人口は１６，３２７名で、それと２，８７０人少ない移民１３，
４５７名がいる。だからナヴィレ区としては、どんど
ん高齢化で老人の数は増える、しかもどんどん移
民の数が増えてくる。経済状態がよくないので、
そういう普通の労働のできる年齢の失業者が増え
ているということで、限られた資金の中でどのサ
ービスを公平に提供していくかということが、非
常に重要な問題になってきているという。
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写真 ９ 　ナヴィレ区の人口構成

「そういう青年に対してどういうサービスを提
供しているのだろうか」「日本の青年のように家に
引きこもってしまう人たちはこちらの区でもある
のだろうか、そしてそういう状況は把握している
のだろうか」。

答えは、「やはりそういうケースがイタリアでも
非常に増えてきている」ということであった。「若
者の孤立のケース」はあるという。「高校卒業資格
をもっているにもかかわらず、しかも社会的問題
なども抱えていないにもかかわらず、勉強してい
るわけでもなく、仕事についているわけでもなく、
そういう若者の数が非常に増えている」という。
「２５歳以下の若者の失業率がいま４０％くらいとな
っていて、勉強もせず労働もせず、という若者の
占める割合というのが、ヨーロッパで ２ 番目に多
いのがイタリアだと思う」とのことであった。

一昔前までは、暇があると若者達というのは広
場なり公園なりとかに行って、サッカーとかほか
のスポーツをして、同じような世代の若者と遊ぶ
ことが多かった。しかし、この数年コンピュータ
ー依存症とかゲーム依存症とかの子どもが増えて
きていて、夜の間ずっとコンピューターとかゲー
ムで遊んでいるので、朝起きられなくて学校にも
いけない、仕事にもいけないという、ほとんど医
療問題になるくらい重度のケースが増えてきてい
るということであった。

２ つの質問――介護契約と区長選
「在宅で移民の方と介護の契約する場合、家族

介護手当ては支給されますか」。
それは労働契約があるかどうかによる。正式な

労働契約を交わしている場合には、その人が移民
であろうと親戚であろうと手当てがでる。その人
が違法入国者であったり口約束であったり労働契
約を交わしていない場合には、そういうものはい
っさいでない。

「区長は選挙で選ばれるのか。投票率は何％か」。
直接選挙ではない。市長選があるとき同時に市

議会選挙と区議会選挙が行われる。ナヴィレ区の
場合には、２０名の区議会議員がいるが、そのうち
１２人が左翼で ８ 人が右翼ということで、１２人の左
翼の方が多数党であり、その第一回の区議会の場
で区議会議員の投票で区長が選ばれるという。

つまり、区議会議員の中から区長が選挙で選ば
れる、区議会議員が投票して １ 人を選ぶというこ
とである。しかし実際には、その区議会議員選挙
があるときに、どの党が勝ったら誰が区長になる
かはわかっているわけで、市民もそれをわかった
上で投票するそうである。市長選、区議会議員選
挙が一緒に行われるが投票率は８５％くらいだそう
である。

３ ．社会センターの見学

写真１０　説明してくれたセンター長

社会センターのセンター長（写真１０）は、「建物
自体は区の所有の建物だれども、運営は自主的に
行っている」と説明してくれた。そして部屋を案
内してくれて、「ここが子供たちがダンス教室に使
ったり太極拳をしたりとか、高齢者が体操教室に
使っている部屋」だと説明してくれた。 ５ 年前に
新しく改装されたそうである（写真１１）。
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移民のためのイタリア語教室をやったりしてい
る。移民はモロッコ、リビア、パキスタンが多い
という。また、子供たちを集めて退職された学校
の先生が数学を教えたりしている。毎年ミラノの
ボッコーニィ大学が主催をして、数学オリンピッ
クをしているそうで、小学校 ６ 年生から高校生ま
で参加できるようにカテゴリーごとに年齢で分か
れている。それに参加する子供たちがここに来て、
２０１３年１１月２６日か２７日に、最初の選抜があるとい
う。上位 ３ 名をとっていき、最後に残った人はミ
ラノのボッコーニィ大学で最終のテストを受ける
準備のための教室もやっているそうである。ボッ
コーニィ大学でやっている数学オリンピックには
高齢者も参加できるそうで、子どもも大人も高齢
者もみんな一緒になってやっているそうである。

毎週水曜日に赤十字の方がきて、老人のための
健康診断で血圧を測ってくれる。毎週土曜日は、
色々問題を抱えていて一人では外出できない老人
の方を無料で劇場に演劇を観に連れて行ってくれ

るそうである。社会センターでは、遠足・小旅行
にもみんなが行くという（写真１２）。

こちらで働いている高齢者は皆ボランティア
で、先生も含めて無償で働いている。建物は無料
で使わせてもらっているけれども、光熱費等は全
部自分たちで払っている。だから稼がなければい
けないという。バールの厨房では２００人分を作って
いる。陽気のいいときにはここでも色々イベント
をやるそうである。バールやカード遊びに興じる

写真１１　ダンス教室や子供たちのバレーや高齢
者の太極拳に使う部屋

写真１２　遠足のパンフレット 写真１５　バールの厨房

写真１３　センターのバール

写真１４　センターでのカード遊び
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高齢者を横目に、最後に劇場の中を見せていただ
いた（写真１３～１６）。ここで芝居を夜やる場合は ５
ユーロかかるそうである。

写真１６　映画の上映会

写真１７　庭に残る線路の一部

建物は１８８０年建設のトラム駐車場で、庭に線路
の一部が残る（写真１７）。それ以前は馬小屋だっ
た。それを ５ 年前に改装したそうである。
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再び赤い街へ
私たちは２０１３年１１月 ２ 日、宿泊地のフィレンツ

ェから４５分かけてボローニャに引き返し、朝 ９ 時
過ぎに駅に降り立った。そこで通訳の青山愛さん
と合流し、駅からほど近いポルト区まで移動する
ためにバスに乗りPORTA LAMEのバス停で下車
した。そこは、ドイツ軍とイタリアのレジスタン
スの戦いで有名な場所で、赤い壁が昔のまま立っ
ており、その前には ２ 人のレジスタンスの銅像が
建てられていた。

私たちが向かった社会センターの前の広場では
ちょうど朝市が立っていて、日常の食料品のほか
に鶏がそのまま売られており、小さな子どもがそ
の鶏小屋の前に座り込み眺めていたのが印象的だ
った。

土曜の朝市が立っていた門を出たすぐ前に、私
たちが訪問したボローニャ市ポルト区ジョルジョ
・コスタ社会センター Centro Sociale Giorgio 
Costa はあった（写真 １ ～ ３ ）。

私たちを出迎えてくれたのは、社会センターの
元副会長で、現在は運営委員・理事をしているジ
ャンフランコ・バルビ GianFranco Barbi 氏であ
った（写真 ４ ）。センターの会長は代わったばかり

写真 １ 　センターの看板

写真 ２ 　センターの入口

写真 ３ 　社会センターの外観

写真 ４ 　ジャンフランコ・バルビ元副会長

イタリア視察報告書

ボローニャ市ポルト区ジョルジョ・コスタ社会センター
――Centro Sociale Giorgio Costa――� 小磯　明
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で、ジャンフランコ・バルビさんは、前会長のビ
ビアーナさんのときに ２ 期目と ３ 期目の副会長だ
ったそうである。彼は１９年間、この社会センター
の活動に携わっているとのことであった。

バールとカード遊び
私たちは入口右手の茶色の建物（後述）を横に

見ながら石畳の庭を奥に進み、塔のある白い建物
の中に案内された。入口を入ると奥が厨房になっ
ている、食事会とか色々なイベントをやるときに
使っている部屋を見学した（写真 ５ ）。

写真 ５ 　イベントのときに貸し出しする広間

社会センターは自分たちで運営していかなけれ
ばならないので運営資金を得るために食事会とか
しているそうである。月に １ 回ここに通ってくる
人たちがいたり、他の団体の人たちが昼食会や夕
食会をやりたいという要望があったときにも、こ
こを貸し出すそうである。幼稚園児のためにクッ
キーを焼いてあげたりもするそうで、近くの小学
校やボローニャ大学コミュニケーション学部の学
生寮もすぐ近くにあって、学生のためにご飯をつ
くったりもしているそうである。

ボローニャ大学には交換留学でフランスや中国
など各国から学生が来るので、ボローニャ市や大
学の受け入れ担当の部署と社会センターは関係を
もっているので、「ボローニャの伝統的な家庭料理
でもてなしをしてください」と依頼されて、社会
センターではみんなで料理をつくっておしゃべり
をしながら食べるということをやっているそうで
ある。

バルビさんが「もう一つの建物のほうは、改装
はだいたい終わってるけれども、外にある喫茶室

（バール）が中に入るので、老人たちが午後来て
カード遊びをするときにはここのスペースを使っ
ています」と、バールＢＡＲとカード遊びをする
ための赤いイスとテーブルのある部屋を見せてく
れた（写真 ６ ～ ８ ）。

バルビさんは、「建物が１６００年代の建物なので保
護対象の建物なんですね、外装はもちろん勝手に
改装はできなくて、すべてのどんな小さな工事で
も市の許可を取らなければいけないのでけっこう

写真 ６ 　バールＢＡＲ

写真 ７ 　バールのイスとテーブル

写真 ８ 　カード遊び用の赤いイスとテーブル
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大変です」と話してくれた。
「カード遊びはお金を賭けるんですか」と聞く

と、「法律で禁止されています」とのバルビさんの
答えだった。

センターの ２ 階には会長室（写真 ９ ）をはじめ
事務の部屋がいくつかあって、私たちは奥の会議
室でバルビさんから説明を聞くとになった。バル
ビさんは、「外国人のためのイタリア語教室も無料
でやっています。ここもイタリア語の教室に使う
こともありますが基本的には会議室です。ここで
話をしましょう」と言って私たちを案内してくれ
た。

写真 ９ 　会長室

社会センターの成り立ち
社会センターは今から４０年から５０年ぐらい前に

でき始めたそうである。もともとは自主的な形で、
こういう場所が欲しいという人たちのリクエスト
で運動が始まってでき始めたのだけれども、その
後は地域の住民や労働組合からそういうものを作
って欲しいというリクエストがでてきて、どんど
ん拡大していったそうである。

もともと社会センターはエミリア地方で生まれ
たので、今でもエミリア・ロマーニャ州に集中し
ていて、ボローニャ市内だけで３３の社会センター
がある。現在ではそれはトスカーナ州やラツィオ
州、ベェネト州、ロンバルディア州にも広がって
いき、イタリア全土にあるそうである。しかしイ
タリア南部では自主運営ではなく、市がそういう
ものを真似てつくっているところもあり、名前は
同じだが運営の形態が違うという。

１９９０年からイタリアの国レベルで社会センター

のとりまとめの協会ができた。協会名は「アンチ
ェスカオ ANCeSCAO」である。「チェスカ」ま
でが「老人のための社会センター」で、「オ」とい
うのが「家庭菜園」の意味である。老人のための
社会センターと家庭菜園のための協会ということ
である。運営は自主的なものになっているので補
助金は一切ない。

ボローニャ市では「空いている土地は使ってい
いですよ」と言って、市民に菜園として貸してい
る。老人に菜園をやる人が多いので、社会センタ
ーに登録をしている人が優先で貸し出されている
そうである。

社会センターを利用するには登録証（パス）が
必要であり、年間費 ６ ユーロを払うと登録できる。
２ 年くらい前からは老人だけが集まる場所ではな
く、若者と高齢者が交流できる場所にしようとい
う動きがイタリアの国レベルで強くなり、年会費
が ３ ユーロで１８歳以下の若者向けのパスをつくっ
たそうである。

現在、社会センターを運営している組織は、２０
００年の法律第８３号で定義された「社会プロモーシ
ョンのための協会」になっている。社会プロモー
ションのための協会であるためには定款などのほ
かいくつか条件が必要である。

ジョルジョ・コスタ社会センター
ジョルジョ・コスタ社会センターは１９８４年の１０

月 ６ 日にオープンした。もともと建物も土地もボ
ローニャ市の所有である。そこを無償貸与という
形で借りている。建物の賃貸契約はボローニャ市
とアンチェスカオの間で交わされる。その中にど
のように費用を分け合うかが契約でうたわれてい
て、基本的に定期メンテナンスは建物を借りてい
る側、つまり社会センターの運営側がやらなけれ
ばならないが、それ以外の大きな改装のときはボ
ローニャ市が費用を負担してくれることになって
いる。最初の改装費２０億リラ（約１０万ユーロ）の
資金はボローニャ市から寄付された。

ここのセンターの会員の特徴として、ボローニ
ャ大学のコミュニケーション学部が近いので大学
生もいたり、また、文化アソシエーションなども
多かったりするので、そういうところの友達など
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が会員として加入しているそうである。

アンチェスカオ ANCeSCAO
アンチェスカオ（社会センターの協会）への加

盟は自由なので、加盟しなければいけないわけで
はないけれども、ほとんどの社会センターが加盟
しているそうである。そして、加盟するかどうか
は毎年更新していく形になっているそうである。
パスをもらうのに一般の人は ６ ユーロ払っている
が、その一部はアンチェスカオの資金として使わ
れていて、その一部には、会員の不測の事故が起
こったときのための保険料が含まれている。

社会センターと、そのとりまとめをしているア
ンチェスカオは総会が ３ 年に １ 回あり、年に １ 回
新しく運営部が選ばれる。会長、副会長、理事の
選出を行うという。

アンチェスカオでは月刊誌『aniziani società』
を発行している。各地域の社会センターの取り組
みが掲載されているが、真ん中辺のグレーの ２ ペ
ージは国全体の予算であるとか法律が変わったと
きとか、国全体の社会センターにかかわる、つま
り会員みんなにかかわる記事がこのグレーの部分
に掲載されている。省からの通達もここに掲載さ
れる。

アンチェスカオの本部はボローニャにある。そ
れは、エミリア・ロマーニャ州の中でもエミリア
地方が非常に勢力が強く発祥のモデルとなった経
過があるからである。

ドーポラボーロから社会センターへ
社会センターが生まれてきた１９８０年頃は、イタ

リアでは４０歳とか４５歳で年金生活に入る人が多か
った。労働闘争とかを潜り抜けてきた人たちで、
普通の年金生活では満足できない、そして何かを
やりたい、そんな人たちだった。その頃は、例え
ば郵便局とか鉄道とかで働いている人は、就業後
みんなで遊びにいけるような、直訳すると「労働
の後」というドーポラボーロという娯楽施設が企
業にあり、そういうところで知り合った仲間が退
職後にどこか集まれる場所がないかということ
で、それで市が使っていない建物があるじゃない
かということで市に掛け合うことになった。それ

で市に掛け合って、そういうことなら建物は貸し
てあげましょう、運営は自分たちでやってくださ
いね、ということで生まれたのが社会センターで
ある。

社会センターの運営の難しさ
基本的に補助金も何もない、すべて自分たちで

運営していかなければならない。とにかく自分た
ちで資金を稼がなければならないということで、
ダンスパーティをやったり食事会をやったりし
た、そして、ほとんどすべての社会センターでは
喫茶室バールをもっていた。バールの売上がけっ
こう大きく、昔はみんなやる気がある人たちでつ
くったセンターだったからボランティアで運営し
ていたけれども、現在６０歳代の年金生活に入る人
たちは、そんなにボランティアに興味がある人ば
かりではない。そこで最近ではセンターの運営を
協同組合に頼んだりするケースもあるという。

社会センターは色々と法律に縛られており、社
会的プロモーションであるためには、その活動の
うちバールの経営のような商業活動の部分は４０％
を超えてはいけないことになっている。４０％を超
えてしまうと、社会的プロモーションのためのア
ソシエーションとはみなされないので、建物の無
償貸与も受けられなくなってしまう。

以前はボランティアが不足しても文化的アソシ
エーションと協同運営という形で行っていたけれ
ども、それも最近では難しくなってきているとい
う。非常に細かい規定があって色々な責任もある
ので、今までのような自主運営といっても民間の
アソシエーションとしての運営をしていくことが
難しくなってきて、どちらかというと社会的企業
にならざるを得ないような形になりつつあるとい
う。

法律が実態に追いつかない現実
ボローニャ市の方はこういう社会センターのよ

うな非常に地域密着型の社会的性格の強い施設と
いうものは、そこに住んでいる住民に広く開放さ
れていなければいけないといっているにもかかわ
らず、法律ではやっぱり会員制の施設になってい
る。だから会員に対するサービスを行うというこ
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とで、喫茶店にコーヒーを飲みに来る人も会員証
をもってなければいけないことになる。例えば、
朝市で買い物をした後にここに寄ってコーヒーを
飲んでちょっとトイレ貸してほしいという人も多
いけれども、それは違法となってしまう。

２０１２年には突然抜き打ちで検査があって、 ３ 人
が会員証をもっていなかったために１，０００ユーロ
の罰金を取られた。ボローニャ市は社会センター
を地域に開放しろといっているにもかかわらず、
法律自体はそうなっていないので、社会センター
を運営する側としては大変困ってしまうわけであ
る。それらをこれから変えて欲しいといっている
けれども、なかなか変わらない。

ジョルジョ・コスタ社会センターは、歴史的中
心街のなかにあるすばらしい建物なので、当然維
持費も非常に大変である。そこで、商業活動の部
分を広げていかないと維持していけないが、４０％
を超えてはいけないことなど、非常に問題になっ
ているのが現実である。

会員数の増加と担い手の減少・高齢化
われわれが訪問した２０１３年１１月現在の登録会員

数は１，１０６人である（表 １ ）。毎年 ６ 月から ９ 月に
センターの外のスペースを使って文化アソシエー
ションの人たちと一緒に演劇のイベントや本の朗
読会、歌を歌ったりするそうである。それらには
会員証がないと参加できないので、２０１３年は夏の
イベントに参加したい住民たちが１００名くらい会
員になったので、２０１２年より会員が増えたという。

９０年代は運営に関わっている会員たちが４０名く
らいいて、色々イベントがあるときに参加してく

れる会員たちが８０名くらいいたが、現在は運営に
かかわっている会員が２０名くらい、イベントに積
極的に参加する会員は３０名から４０名くらいという
ことで、かなり活動が縮小している。

２０１１年の１２月３１日現在の時点では総会員数６６５
人だった。男性が２８０名、女性が３８５名で、やっぱ
り未亡人の方がどうしても多くなる（表 ２ ）。

８５歳以上の会員の方というのが４０名（６．０２％）、
生年月日が不明な年齢不詳の方が ５ 名（０．７５％）、
１９０１年から２０年の間に生まれた方が １ 名、１９２１年
から３０年の間に生まれた方が９２名、３１年から４０年
の間が１３９名、４１年から５０年の間が１２３名、５１年か
ら６０年が５９名で、６１年から７０年が５２名、７１年から
８０年が１７３名、８１年から９３年までが２１名である（表
３ ）。そのうちの会員の方でポルト区に住んでいる
方が２８４名、あとは近隣の区から来ている方が３８1
名である（表 ４ ）。

普通の社会センターは非常に地域密着型で周辺

表 １ 　会員数（LIBRO SOCI ANNI）
（単位：人）

２００６年 ６０６
２００７年 ５７０
２００８年 ６９９
２００９年 ６９４
２０１０年 ６２８
２０１１年 ６６３
２０１２年 ９７２
２０１３年 １，１０６

注 １ ）２０１３年は１１月現在。
（資料）�２０１３年１１月 ２ 日訪問時ヒアリングよ

り作成。

表 ４ 　区内外別会員構成割合
（単位：人・％）

区　内 ２８４（ ４２．７１）
区　外 ３８１（ ５７．２９）
合　計 ６６５（１００．００）

注 １ ）２０１１年の１２月３１日時点。
（資料）�２０１３年１１月 ２ 日訪問時ヒアリング。

表 ２ 　会員の男女比
（単位：人・％）

男性 ２８０（４２．１）
女性 ３８５（５７．９）
合計 ６６５（１００．０）

（資料）�２０１３年１１月 ２ 日訪問時ヒアリング。

表 ３ 　年齢階層別会員構成割合
（単位：人・％）

生 年（歳） 人 数（割合）
１９０１～２０年（１１０～９１歳） １（　０．１５）
１９２１～３０年（９０～８１歳） ９２（１３．８３）
１９３１～４０年（８０～７１歳） １３９（２０．９０）
１９４１～５０年（７０～６１歳） １２３（１８．５０）
１９５１～６０年（６０～５１歳） ５９（　８．８７）
１９６１～７０年（５０～４１歳） ５２（　７．８２）
１９７１～８０年（４０～３１歳） １７３（２６．０２）
１９８１～９３年（３０～１８歳） ２１（　３．１６）
生年月日不明（年齢不詳） ５（　０．７５）
合 計 ６６５（１００．０）

注 １ ）２０１１年の１２月３１日時点。
（資料）２０１３年１１月 ２ 日訪問時ヒアリング。
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の住民が会員になっていることが多いけれども、
ここは例外で半分以上が区外からやってきてい
る。それはなぜかというと、もともとこの近くに
郵便局とか鉄道とか当時の国の企業の公務員だっ
た人が使える娯楽センターがあったからだとい
う。そこに通っていた人たちが退職していく場所
がなくなってここをつくったので、住む場所に関
係なくそういうところに来ていた人たちがここに
来続けている。それで区外から来る人の方が多く
なっているのである。でも普通のほかの社会セン
ターでは、そこに住んでいる人たちの方が多いと
いう。

ポルト区の人口は ２ 万人くらいだそうである。
同じボローニャ市のナヴィレ区が ７ 万人ぐらいで
あるから小さい区である。人口比で計算すると、
２０１３年１１月現在の会員数１，１０６人でも５．５３％の割
合である。

役員の選出の仕組み
立候補者が決まっていて争うような選挙ではな

いのではないかと勝手に決め付けていたが、役員
選出までにきちんとした手続きを踏んでいると、
バルビさんから説明を受けて少し意外であった。

まず総会があって、そこで選挙委員会をつくる。
メンバーは基本的に ３ 人だが、プラス補欠を選ぶ。
なぜなら、病気になったり突然何かの理由ででき
なくなったりしたときに困るからである。選出さ
れた選挙管理委員会の委員たちは選出後１０日以内
に立候補者リストをつくらなければならない。そ
のために、選挙管理委員は誰が立候補してくれる
のか意向確認を会員から聞いて回り、立候補者は
自分の名前の横にサインをしなければいけない
（写真１０）。

こうして立候補者リストが確定したら、それを
今度は社会センターの掲示板のところに ５ 日間貼
りだして、「 ５ 日間の間に文句のある人は言ってく
ださい」と掲示をする。その間に選挙管理委員会
では選挙の投票期間が何日間か、 １ 日で終わるの
か ２ 日で終わるのか ３ 日で終わるのか、という期
間を決める。そして時間帯は何時から何時まで投
票時間とするのかを決める。

こうして投票が行われて運営委員会ができてこ

れが理事会になる。メンバーは ７ 名から１３名の範
囲で決めることになっている。ジョルジョ・コス
タ社会センターでは２０１３年度は ７ 名を選出した。

このようにリストがあって、投票して最初の投
票数の多い １ 番から ７ 番までが自動的に理事にな
ることになる。そのあとの人たちは補欠リストに
記載され、 ３ 年の間に誰か死亡したり健康上の理
由で続けられなかったりとなると繰り上がりにな
る。繰り上がりになっていてもまだ空きがある場
合に、つまり補欠リストに誰もいなくなった場合
には、そこに選挙の立候補者にはない会員を入れ
ることができる。しかしそのためには理事会の承
認を得なければならない、という形で行われるそ
うである。役員の任期は ３ 年である。

総会
総会は定期的に年 ２ 回やらなければならないそ

うである。総会以外に臨時総会がある。そこで予
算を承認しなければならない。私たちは、昔から
の選挙のときの資料や総会の記録を見せてもらっ

写真１０　選挙時の立候補者のサイン

写真１１　総会の記録
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た。昔は書記が手書きで書いたものであったが、
現在はコンピューターで打ち出した記録を貼り付
けていた（写真１１）。

会長・副会長・会計責任者の選出
会長・副会長・会計責任者の選出には、得票数

は関係ない。どのように会長、副会長を選ぶのか
聞いてみた。会長は最初の運営委員会の会議の中
で選ばれるそうである。選ばれた会長が自分の右
腕の副会長と会計責任者を選ぶそうだが、それと
もう １ 人「会員がそぐわない行為をしたときに会
員権を剥奪するかどうかを判断する人」を選ぶそ
うである。

私たちが「どういう人がそぐわない人なんです
か」と聞くと、「議論をしている間に議論が白熱し
て誰かを殴ってしまった人」とバルビさんから答
えが返ってきた。実際に起こったことがあるそう
である。

私が「会長が副会長と会計係を任命するんです
よね」と聞くと、バルビさんは「運営委員会の中
で選ぶんです」と答えた。どういうことかという
と、会長が任命されると、自分の計画を話し、こ
の人たちを副会長として欲しい、会計係として欲
しいと運営委員会に提案する。それで文句がなけ
ればそれで決まってしまう。しかし、納得がいか
ない場合は話し合いになって、話し合いでも片が
つかないときには選挙になるそうである。それで、
多数決で票が多い方が勝つ、というわけである。
だから理論的に言えば、たとえ会長が提案した人
でも、嫌な人であれば会長が提案した人じゃない
人になることもある。理論的にはそういうことだ
そうである。

もちろん役員報酬はでていない。会長や副会長
等はボランティアである。

人民の家 CASA DEL POPOLO
「人民の家」について聞いてみた。人民の家と

はイタリア語でカーサ・デル・ポポロ CASA DEL 
POPOLO という。カーサは「家」、ポポロは「人
民、民衆、市民」を意味する。イタリアのトスカ
ーナ州（州都フィレンツェ）、エミリア・ロマーニ
ャ州（州都ボローニャ）、ピエモンテ州（州都トリ

ーノ）を中心にして、イタリア全土に １ 千カ所以
上存在するといわれ、この「人民の家」は、１８５０
年代に始まっている。その前身である「相互扶助
会」を含めると、ゆうに１３０年の伝統をもつイタリ
ア独特の民主的地域組織である（松田博『ボロー
ニャ「人民の家」からの報告』１９８３年）注 １ ）。

バルビさんは、「『人民の家』というのはもとも
と共産党がつくったもので、非常に政党との関わ
りが深い。（バルビさんが）子どもの頃、１９５０年代
頃から１９７０年代頃までは活発に活動していた。今
はアルチ ARCHI というイタリア文化レクレーシ
ョン協会注 ２ ）というのがあるけれども、それも
PT（労働党）だから左翼である。もともとオリー
ブの木注 ３ ）（左翼民主党を中心とした中道左派連
合――小磯）が PT になった。左翼の政党系の協
会が運営をしているはずで、活動資金の中にも一
部政党からの資金が入っていて、社会センターは、
まったく住民の活動から生まれたものだけれど
も、人民の家は政党色が強くて、今でも政治色が
強いような団体になっている。色々なイベントを
しているはずだが、あまり聴かない、あることは
あるようです」との答えだった。

社会センターの役割と運営を維持する資金面の課
題

ジョルジョ・コスタ社会センターの場合には、
もともとお年寄りが多いところなので、一人暮ら
しのお年寄りの方は自分で問題を抱えていても、
どこにいけばいいかも分からないで一人で困って
いるケースが多い。だからそういう人たちの話を
センターが聞いてあげて、例えば医療福祉サービ
スが必要な人は窓口に連れて行ってあげるとか、
社会福祉課と話す必要があればその人とつなぎを
つけてあげるとか、年金の申告の仕方がわからな
い人は窓口に連れて行ってあげるとか、そういう
アシスタントもやっているという。

バールは何時から何時まで営業しているのだろ
うか。普通は月曜日から日曜日まで毎日 ９ 時から
夜の１９時まで開いていて、夜のイベントがある場
合には２３時まで開いているという。しかも夏の間
はだいたい ９ 時から２３時まで開いている。ライセ
ンスをもっているので、もちろんアルコールも販
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売している。
ボローニャ市は内部の改装の費用は出してくれ

るけれども、バールの施設をつくるための費用は
自分たちで捻出しなければならない。そのために
ここの別棟のバールの工事費が約 ４ 万ユーロ必要
とのことで、銀行から借りることになったが ３ 年
間の利子が３．５％で毎年１，０００ユーロくらいずつ返
していかなければいけないという。

１９９０年代には資本金がまだ ４ 万ユーロくらいあ
ったが、現在では３，０００ユーロくらいしか残ってい
ないという。なぜかというと、 ２ つの建物とバー
ルの光熱費がかなり上がってしまって、光熱費だ
けで年間約 ２ 万ユーロも払っているという。

だから本当に資金をどうにかして得るようにし
ていかないと、社会センターの運営がやっていけ
ないという。資金は倫理銀行注 4 ）から借りてい
るが、倫理銀行から借りていることと社会センタ
ーの関係はとくにはないそうである。たまたまそ
れを見つけたということだそうである。

会員の権利と若者の拡大
運営を維持してゆくためには事業を拡大してい

くこと、会員を増やすということが必要である。
会員になり会員証をもらえるということは、他の
地区からも来ている人は会員証さえもっていれ
ば、他の地区のバールも使えるということであろ
うか。そして、若者たちにも ２ 年前から会員の資
格を拡大していくことにしたわけだが、どのよう
な勧誘やイベントの広報をしているのだろうか。

バルビさんは、「会員証はアンチェスカオの会員
証なので、他の社会センターでも使えるけれども、
総会の決議に参加できる権利というのは自分が所
属している社会センターだけになります。それぞ
れの社会センターが別のアソシエーションの形態
をとっているので、そこに公聴しにいくことはで
きるけれども、他の社会センターの決議には自分
が所属する社会センターでしか参加できません
と」と説明してくれた。

前回の全国総会の中で、これから社会センター
を運営している社会プロモーションのためのアソ
シエーションも法人格をもつことが決まったとい
う。しかし彼らは、手探りの状態でどうしていい

かわからないという。要するに彼らは法律とかに
は普段から馴染みがなく、即席でやっているから
だとバルビさんはいう。

バルビさん自身も働いていたときは郵便配達の
おじさんだったので、センターの運営には安全の
基準とか色々な法律がかかわってくるけれども、
７０歳になった今、新しく勉強したとしてもなかな
か頭にはいらない。そういうこともあって、積極
的に運営にかかわっていくとなるとそういうこと
も自分たちで解決していかなければいけないわけ
で、だから高齢者には非常に難しいので、そうい
う責任を負いたくないという人の方が多くて、ど
んどん運営に参加する人も減ってきてしまってい
るという。

若者に対する情報の伝達となると広報活動を行
うことは商業活動とみなされてしまって、会員か
らの口コミという形ではできるけれども、広告を
載せることはできない。そのため、演劇や音楽と
か詩の朗読とかのイベントを企画してコラボして
いる文化アソシエーションが「こういうのをやり
ます」という新聞広告を出してくれるそうである。
そのイベントに参加するためには、ここのパスが
必要なので、それで会員になるという形になって
いるという。

ジョルジョ・コスタ社会センターの収支
センターの １ 年間の運営資金はどれくらいだろ

うか。バールでの売上はどれくらいあって、働い
ている人はボランティアなのか従業員なのか。バ
ールでの売上が多いと思われるが、収入の構成が
よくわからない。バールでの売上のほかには、ダ
ンスパーティと食事会とバザーと誕生日会とか大
学の卒業パーティに場所を貸すとかの賃貸業のは
ずだが、そのへんはどうなっているのだろうか。

バールは、以前は全部ボランティアだったそう
たが、途中で回らなくなって文化アソシエーショ
ンが一旦入って、今はどうなっているのかわから
ない。ボランティアの確保が難しくなったのでは
ないだろうか。

こういった疑問をバルビさんに尋ねてみた。そ
してバルビさんが「いまそれを作っていたところ
だ」と言ってオフィスから持ってきてくれたのが
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表 ５ のセンターの収支（収入と支出）の資料で
あった。

場所を貸すといっても、パーティの場合には食
べ物をセンターで用意することがあるので、それ
の材料費とかがかかる。個人で場所を借りたいと
いう人の場合には、センターの会員でなければい
けない。それ以外に、例えばイタリアフランス協
会とかフランスからきた人とかのために、ボロー
ニャ料理を食べさせてあげたいという場合に、場
所を借りて料理を提供する場合には材料の仕入れ
のためのお金が必要になる。そういったものが「商
業活動経費」である。

「バールにはボランティアでない人の賃金も入
ってるんですか」と聞くと、バール自体は文化ア
ソシエーションと共同経営の形になっているとの
ことであった。「今働いている彼女はここの会員
で、もし事故があった場合には保険でカバーされ
る。でも文化アソシエーションのほうから人件費
が出ている」とのことで、バルビさんらはバール

を提供しているというわけである。法律的にいう
と、本当はすべてセンターが行っていなければい
けないそうだが、ボランティアが急に少なくなっ
たということで誰かに頼らざるを得なくて、それ
でその文化アソシエーションと合意の上で彼らが
彼女の賃金を払うことになったそうである。その
代わり「彼らが何かのイベントをやる場合には安
く場所を貸してあげましょう」ということで、う
まく共同経営をやっていきましょうということだ
そうである。したがって、現在はバールで働く彼
女の賃金は文化アソシエーションのほうから支払
われている。

イタリアのカード遊びは文化、しかしニーズは先
を行く

彼らがしているのは普通のトランプではなく、
イタリアのカード遊び用のトランプだそうであ

表 ５ 　ジョルジョ・コスタ社会センターの２０１３年度決算
（単位：ユーロ）

収入 支出
会費 ４，８００．００ 会員むけ支出 ２，４００．００
寄付金 ６，５００．００ 寄付 ３，０００．００
レクリエーション活動 ２３，７００．００ レクリエーション活動経費 ７，１００．００
バール・ツーリズム ５１，５００．００ バール・ツーリズム経費 ４０．０００．００
商業活動 ３５，０００．００ 商業活動経費 １５，０００．００

営繕管理費 ７，０００．００
利用者むけ経費 ２０，０００．００
保険料 ２，０００．００
活動還元金 ２，０００．００
文具・郵便代金 ２，０００．００
税金 ４，０００．００
共済掛け金 １２，０００．００
本部 Ancescano へ返済 ５，０００．００

　収入合計 １２１，５００．００ 　支出合計 １２１，５００．００
注 １ ）収入の「レクリエーション活動」は、夏のイベント等のことである。
注�２ ）収入の「商業活動」とは、場所を貸すことで収入を得ることをいう。例えば、近くのマンションに住んで

いる人たちに場所を貸す場合など。
注 ３ ）支出の「会員向け支出」とは「アンチェスカオに払うお金」のことである。
注 ４ ）支出の「レクリエーション活動経費」とは、例えば演劇の劇団に払うお金などのことをいう。
注�５ ）支出の「バール・ツーリズム経費」が ４ 万ユーロとなっているのは、新しいバールをいれたときに必要な

家具とか買わなければいけないものの費用である。そのため、２０１３年は特別に ４ 万ユーロが入っている。
注�６ ）支出の「商業活動経費」とは、パーティの場合には食べ物を用意することがあるので、それの材料費のこ

と。それ以外に例えばイタリアフランス協会とかフランスからきた人とかのために、ボローニャ料理を食べさ
せてあげたいという場合に、料理を提供する場合には材料費の仕入れのための費用のこと。

（資料）２０１３年１１月 ２ 日訪問時ヒアリング。
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る。イタリアのカード遊びというのは非常に文化
的に昔からみんなが楽しんでいる遊びで、今も男
性同士が集まったり女性同士でもカード遊びに夜
行ったりということがやられているそうである。
子供たちの間でもイタリアのカード遊びは結構や
られていて、イタリアの文化だそうである。

でもバルビさんは、カード遊びも昔やっていた
カード遊びと変わってきているという。「だから
今、遊び方自体もどんどん変わっている、要する
に、カード遊びのようにニーズもどんどん変わっ
ているんだから、もともとカード遊びをやったり
ダンスパーティをやったりしてきたけれども、や
っぱり社会のニーズに合わせていかなければいけ
なくて、ダンスパーティに参加していたおじいち
ゃん、おばあちゃんが歳をとってきてダンスがで
きなくなってきたりとか、やっぱり若い人たちも
入れていかなければ経済的にやっていけなくなっ
たりとか、そういうふうに変わってきているにも
かかわらず、法を決める側では法律が古いまま残
ってしまっているわけで、法律が古いままだとニ
ーズに合わせてやりづらく、追いつきづらいまま
なので、そこを何とかしてほしいと、州や県や市
に言っている」そうである。

「社会センターのすぐそばにはボローニャ大学
のコミュニケーション学部があって、学生がいっ
ぱいるわけだし、例えば今はここでは月に ２ 回お
食事会をやっているけれども、ちゃんと台所もあ
るし食事する場所もあるんだから、大学と契約す
れば学生食堂のように使うこともできるわけです
ね、そうすれば経済的に楽になるし、しかも働く
ポストもできる、だけど今の状態では商業活動が
４０％超えちゃいけないという規制があるためにそ
ういうことができない状態にある、それでこのま
ま法律に縛られていくと、どんどんニーズが変わ
っているのに追いついていかなくて、ここは成り
立っていかなくなっていってしまうんじゃない
か」ということをバルビさんは心配している。

「もともとここのセンターがあるのは社会的プ
ロモーションなんだから、一人で暮らしているよ
うな孤独な老人が家にずっといないで、午後だけ
でもみなさんと過ごして楽しく孤独から解放され
るということに意味がある」とバルビさんは強調

した。老人病専門医の人にも、「これは老人病にも
効果があるので、どうにかして存続していってほ
しい」と強く言われているという。バルビさんも
そう思うので、もう２０年もやってきて疲れている
けれども、まだ頑張っているんだと彼はいう。

新しいセンターの建物

写真１２　新しいバールの入る建物（手前右側）

写真１３　内装が終わったばかりの建物

新しくバールが入るという建物の １ 階はすでに
内装が終了していた（写真１２、１３）。この建物は、

写真１４　建物の ２ 階部分
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もともとは牛小屋（家畜小屋）だったそうである。
塩の貯蔵庫が近かったので、ここに一部塩を貯蔵
していたことがあるので、それで柱が塩を吸って
しまって、湿度が高いと塩が外にでてくることが
あるという。柱は１６００年のままの柱だそうである。

バルビさんの案内で私たちは ２ 階へ移動した。
そこは、もともとはダンスパーティとか体操をや
っていたスペースである（写真１４）。

今回の改装で床暖房になったそうだが、イタリ
アでも冬はすごく冷えるので、最近イタリアでは
床暖房が流行っているそうである。床暖房はお湯
を使っている。

私が「 ２ 階は何だったんですか。吹き抜けだっ
たんですか」と聞くと、「下が家畜小屋になってい
て、その世話をしている人がここで寝起きしてい
たんです。教会の菜園のお世話なんかもしていた。
教会のために働いていた農夫の人の部屋だった」
という。

それから建物は民間の所有になったそうで、戦
後すぐは洗濯場だったという。１９５０年代に市が他
の建物と交換した。港があって運河があったので、
ここでみんな洗濯をしていたそうである。だから
洗濯婦の人が住んでいたこともあるという。

入れ物は市のものだが、イスなどの家具はすべ
てバルビさんらが用意しなければいけなので、新
しくバール用の机とイスを銀行からお金を借りて
買わなければいけないというわけである。

私が「銀行から借りるって、担保はいらないん
ですか」と聞くと、社会プロモーションの協会に
融資するのを専門としている倫理銀行なので、担
保とかはいらないけれども、定款とか会計報告書
とかを提出して、返済が終わるまでは、いま現在
ほかのところにあずけている口座をそこの銀行に
移すという。そして返済し終わったら、また自分
の銀行に口座をもどす形をとっているそうであ
る。倫理銀行は普通の窓口もあるが、そういう社
会プロモーションの団体に融資を行う特殊な銀行
である。

社会センターはコミュニティ・アソシエーション
社会センターは公共の施設だけれども、市に属

するわけではなく、市は建物を貸与しているだけ
である。市は活動内容に干渉はしない。もともと
コミュニティで運営しているアソシエーションで
ある。それにもかかわらず、法律の規則がだんだ
ん細かくなってきて、現状ではそういった圧力に
困っている様子がうかがえた。

単純に社会的協同組合になってしまえばいいと
いうことではなく、アソシエーションだから市民
の自主的な活動が基本である。日本にはこういう
社会センターの施設やコミュニティ・アソシエー
ションの考えがないので、今回の視察は大変参考
になった。コミュニティとは何かを考えるのに、
イタリアの社会センターの仕組みや役割を聞けた
ことは何よりも幸いであった。

注
１ ）松田博によると、ボローニャ県（人口約百万人）

には「人民の家」が９４カ所（うちボローニャ市内に

は２０カ所）あるが、アルチ ARCI エミリア・ローマ

ニャ州連合会議長、A･ヴォルビ氏からの聴き取り、

および同氏の論文（『ディメシン』誌７８年、１ ― ２ 号）

によると、この平均的イメージは、次のようなもの

であると述べている。

「人民の家」の建物は、平均 3 階建てプラス地下

一階

各所のスペースと機能は、

１ 階…�バール（パブ）、サロン、カード室、ビリヤ

ード室

２ 階…�政党事務所（主として社、共両党）、労組事

務所（労働総同盟の地域労組）、各民主団

体、サークル室、会議室

３ 階…�多目的ホール（各種の集会、講演会、ダン

スパーティなどに使用）

地下…�倉庫、サークル部室、暗室、体育ホールな

ど

これらの施設が １ つのビルの中に同居している。

松田は、各地の「人民の家」に共通する要素を次

のようにまとめている。

⑴市民、労働者のカンパと自発的労働奉仕で建設さ

れたこと。

⑵政党（とくに社、共両党）、労働組合、協同組合、

青年組織、婦人組織、文化・レクリエーション・ス
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ポーツ組織などが、協力・共同して運営にあたるか、

または支援していること。その意味で、まさに「人

民の家」は地域の民主的諸運動の「統一センター」

である。

⑶バール（パブ）をはじめ、レストラン、カード、

ビリヤードの部署があり、仕事が終わったあとの労

働者、市民がワインでいっぱいやったり、レクリエ

ーションに興じたりできる「いこいの場」であるこ

と。

⑷地域における文化・レクリエーション・学習活動

のセンターとなっており、いわば地域の民主的文化

センター的機能をもっていること。

⑸ヴァチカンを頂点とする強力な教会組織のイデオ

ロギー的・文化的影響に日常的に対抗していく、民

主的陣地の一貫をなしていること（松田博『ボロー

ニャ「人民の家」からの報告』合同出版社、１９８３年、

pp.９―２１、参照）。

２ ）ARCI は、１９５７年に創立された、民主的な総合文

化レクリエーション活動の全国組織である。現在、１

２０万の会員を擁している。「ARCI は、レジスタンス

と共和国憲法の精神にもとづく、民主的、反ファシ

ズム的、自主的、統一的、複数主義的な全国組織で

ある」と規約の第一条に明記されているようにレジ

スタンス期から戦後にかけて結成された、さまざま

な民主的文化サークルの全国的結集体である（松田

博『ボローニャ「人民の家」からの報告』合同出版

社、１９８３年、p.７２、参照）。
３ ）１９９６年の選挙では、「オリーブの木」は２２の政党、

政治グループによって構成されることになり、（ ５ パ

ーセントの足切りをクリアするためにそれらが連携

したため、比例区においては ４ つの名簿が出され

た）、それと共産主義再建党が「休戦協定」を結ん

で、上院２３２、下院４７５のすべての小選挙区で統一候

補を立てる態勢がつくられたりした（後房雄『「オリ

ーブの木」政権戦略―イタリア中道左派連合から日

本政治へのメッセージ』大村書店、1997年、pp.５８―５

９）。
４ �）倫理銀行（Banca Etia）。イタリアで普及してい

る協同組合銀行の一種たる「民衆銀行」（Banca Po

lolare）の一つで、正式名称は「倫理的民衆銀行（Ba

nca Pololare Etica」という。社会的目的をもつ市

民のイニシアティブにのみ融資する銀行であり、

1998年に設立され、1999年 ３ 月から営業を開始した。

本部はパドヴァ市（Padova）におかれている（アル

ベルト・イァーネス／佐藤絋毅訳『イタリアの協同

組合』録風出版、2014年、p.54）。
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「民医連は、僕らがやりたかったけど、手放し
ちゃったことをやっているんだね」。その言葉は、
ミラノ大学の一教室内で発されたものであった。
ロンバルディア州で活動している民主的医師協会
のメンバーと懇談しているときに、たしか、理事
長の方が発言したのだと思う。民主的医師協会と
は、簡単に言うと環境や労災問題を中心に住民の
健康と権利を守る立場から活動する医師らのグル
ープである（看護師等も構成員とのこと）。日本の
何人かは、「ロンバルディア州の新医協」みたいだ
と言い交したのだが。「すべての人が主人公になれ
るようにすること」、「すべての人々が健康で安心
して暮らせること」が目標とのことである。「治療
と予防の分離でなく統合できる医療システム」、
「今、イタリアが進もうとしている方向に反対」、
「資本主義に代替する社会」などの発言もあった。

冒頭の言葉は、日本において民医連が医療生協
や友の会などを組織し、住民参加型の医療・福祉
を追求している説明を行い、イタリアでの動向を
問うたときに出た言葉だったように思う。具体的
には、この２０年間のなかでボローニャのあるエミ
リア・ロマーニャ州を除いて、住民参加型の取り
組みは消えていってしまったという。最近、民医
連もWHOが提唱しているHPH（Health promot-
ing hospitals and services）の取り組みに参加
するようになり、国際カンファレンスにも出かけ
るようになったが、こと保健医療に関して日本の
医療生協や友の会のように医療専門家と住民が地
域の健康づくり運動に取り組むところは他にはな
いようで国際的にも注目度が高い。多くの国の
HPH の取り組みは、公的大病院中心の官製運動が
多いようである。民医連が共同組織と共同して取

り組む保健・医療・介護の事業と運動について、
その意義と課題について改めて検討する必要があ
りそうだ。

同時に、イタリアでは、高齢者の医療福祉や障
がい者の福祉等について、そのサービス提供事業
体として社会的協同組合や各種アソシエーション
が広範に展開されているようである。一部、有限
会社のような高齢者施設もあったが、日本のよう
に介護事業を全国的に展開する営利企業が大きく
なるような営利市場化は聞くことがなかった。イ
タリアの国民保健サービス（SSN）改革でも、部
分的に市場的な取り組みが行われたようである
が、大幅な営利市場化への道は開かれなかったよ
うだ。どのような背景と考え方で医療や福祉での
営利市場化の進展が抑制されているのか。もう一
段、学びを深めなければならないと思う。

三番目に、若者や高齢者などの居場所づくりと
して、ボローニャ（エミリア・ロマーニャ州）か
ら始まった「社会センター」の取り組みである。
住民が自主的に組織、運営するアソシエーション
であるが、住民や労働運動の要望もあって広がっ
ているという。法的には、社会的プロモーション
のためのアソシエーション法によっているそうで
ある。日本の老人会・老人クラブと似たような組
織であるが、もっと恒常的、事業的で、広く社会
サービス的な取り組みを行っているようである。
日本において、町会・自治会、老人会の活動が高
齢化や未加入者の増大によって運営困難、危機が
言われ出しているだけに、機会があればこの社会
センターの活動についてもフォローしていく必要
がありそうだ。

イタリア視察報告書

イタリア視察から帰って思ういくつかのこと
今井　晃
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総研いのちとくらしのイタリア視察がコンフコープ・エミリアロマーニャとコンフコープ・モデナの
ウェブサイトのニュースで紹介されました。

以下は記事の翻訳です。

２０１３年１１月１２日　imprendo coop
日本の代表団がカステルフランコ・エミーリア市
の障害者施設センターを訪問

モデナの社会的協同組合は海外からの調査のモ
デルであり続けている。先日、日本の代表団がカ
ステルフランコ・エミーリア市の AUSL（医療福
祉公社）に所属するいくつかの障害者施設を訪問
した。施設は、社会的協同組合ドムス・アシステ
ンツァ（福祉事業）が経営をしているものである。
学者や医師や社会科学者からなる日本の代表団を
歓迎したのは、ドムスの責任者たちを始め、クラ
ウディア・バスタイ（ソルバラ地区長）、カステル
フランコ市長ステファノ・レッジアニーニ、社会
政策評価官ナディア・マンニ、パオラ・クアトリ
ーニ（カステルフランコ地区長）、カステルフラン
コ市社会サービス管理所長ナタリーノ・ベルゴン
チーニ各氏である。

日本人たちは最初に、ラヴァリーノ市にある成
人障害者のためのデイケアセンターと共同作業所
カゾーニに行った。障害者通所施設であるドムス
のセンター責任者シモーナ・エルミニアーティさ
んは、利用者である障害者の個人教育プランは市
の社会サービス課とAUSLの協力で作成されると
説明した。デイセンターを利用しにくる障害者は、

五感を研ぎ澄ますための木工軽作業、ペットセラ
ピーや演劇をするよう提案される。また、福祉的
労働では石、再生紙やその他の原材料で小物を作
っている。ドムスの職員たちは、障害者たちが作
った小物を日本人代表団たちに贈った。

その後グループはカステルフランコ市の労働挿
入訓練センター・オアジと、それに隣接する障害
者社会的雇用作業所を訪れた。センターは、カス
テルフランコ市の地区AUSLのコミュニティの社
会サービスや、モデナ市の地区 AUSL の麻薬中毒
患者サービスやメンタルヘルスセンターと協力
し、全体で２００名以上をフォローし、ドムスの１０人
の専門エデュケイターたちによって運営されてい
る。そして、この作業所には１８名の利用待機者が
いる。この ２ つの組織のコーディネーターである
マッシモ・モントルジさんによると、今年はすで
に２９名の労働挿入雇用があり、 ８ 名が有期契約か
ら正規雇用になった。日本人代表団は、障害者ケ
アと支援における公共サービスと民間社会セクタ
ーのパートナーシップというとてもイタリア的な
経験に非常に興味を持った。「将来的にはますます
サービスの設計と管理に関与する社会的協同組合
が増えるでしょう」とドムス・アシステンツァの
ガエターノ・デ・ヴィンコ理事長は語った。

イタリア視察報告書

コンフコープウェブサイトの視察団訪問についての記事（翻訳）
竹野政史・石塚秀雄



イタリア視察報告書　99

（イタリア語のウェブサイト記事）
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